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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第17期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

第一部 【企業情報】

回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期

決算年月 平成14年７月 平成15年７月 平成16年７月 平成17年７月 平成18年７月

売上高 (千円) ― ― ― ― 2,958,865

経常利益 (千円) ― ― ― ― 302,212

当期純利益 (千円) ― ― ― ― 162,540

純資産額 (千円) ― ― ― ― 3,963,960

総資産額 (千円) ― ― ― ― 5,781,743

１株当たり純資産額 (円) ― ― ― ―  35,923.36

１株当たり当期純利益 (円) ― ― ― ― 1,554.78

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― 1,542.39

自己資本比率 (％) ― ― ― ― 66.9

自己資本利益率 (％) ― ― ― ― 5.2

株価収益率 (倍) ― ― ― ― 97.11

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― ― 340,140

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― ― △518,860

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― ― 1,377,686

現金及び現金同等物 
の期末残高

(千円) ― ― ― ― 2,513,191

従業員数 (名) ― ― ― ― 281



(2) 提出会社の経営指標等 

  

回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期

決算年月 平成14年７月 平成15年７月 平成16年７月 平成17年７月 平成18年７月

売上高 (千円) 1,150,545 1,634,104 2,222,927 2,250,283 2,200,191

経常利益 (千円) 366,264 367,279 652,113 346,270 299,712

当期純利益 (千円) 191,453 191,965 382,101 191,161 160,167

持分法を適用した場合の 
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 10,000 38,350 599,350 599,350 1,364,517

発行済株式総数 (株) 10,000 10,189 33,567 100,701 107,740

純資産額 (千円) 299,639 500,055 2,294,871 2,347,679 3,868,009

総資産額 (千円) 824,457 1,165,539 3,046,240 2,896,896 4,581,847

１株当たり純資産額 (円) 29,963.92 46,850.04 66,913.08 22,866.50 35,901.33

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額)

(円)

(円)
960

(    ―)
1,510

(    ―)
2,220

(    ―)
1,200

(   200)
1,000

(    ―)

１株当たり当期純利益 (円) 19,145.38 16,780.73 10,577.77 1,451.44 1,532.08

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― 10,547.26 1,439.26 1,519.87

自己資本比率 (％) 36.3 42.9 75.3 81.0 84.4

自己資本利益率 (％) 93.9 48.0 27.3 8.2 5.2

株価収益率 (倍) ― ― 176.4 192.2 98.55

配当性向 (％) 5.0 9.0 21.0 82.7 65.3

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 46,702 229,715 121,750 △42,480 ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △70,412 △3,183 61,839 △364,857 ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 10,657 △20,682 1,342,602 △93,056 ―

現金及び現金同等物 
の期末残高

(千円) 82,578 288,427 1,814,619 1,314,225 ―

従業員数 (名) 97 135 156 173 172



(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

   ２ 第16期以前の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

   ３ 当社は平成14年５月31日付で１株を50株とする株式分割を行っております。なお、第13期の１株当たり当期純

利益は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。 

   ４ 当社は、平成15年12月15日付及び平成16年９月21日付で、それぞれ１株を３株とする株式分割を行っておりま

す。 

   ５ 第14期から１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算出に当

たっては「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

   ６ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第13期は潜在株式がないため記載しておりません。第14期

においては、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しておりますが、当社株式は非上場であり

かつ店頭登録もしていないため、期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。 

   ７ 第16期の１株当たり中間配当額200円00銭は、設立15周年記念配当であります。 

   ８ 当社は、平成16年９月21日付で１株を３株とする株式分割を行っており、平成16年７月末時点の株価は権利落

ち後の株価となっております。なお、第15期の株価収益率については、１株当たり純資産額等との整合性を図

ることから、権利落ち後の株価に分割割合を乗じて算定しております。また、第14期以前においては、当社株

式は非上場でありかつ店頭登録もしていないため、株価収益率を記載しておりません。 

   ９  第17期において、新株予約権（第三者割当）の行使により、1,515,484千円の資金調達を行いました。 

  

  



２ 【沿革】 

  

 
(注) １ 第Ⅰ～Ⅳ相試験 

「３ 事業の内容 (2) 医薬品開発の流れと当社の業務との関係について」をご参照ください。 

   ２ ＣＲＣ業務 

「３ 事業の内容 (1) 当社の事業内容について」をご参照ください。 

   ３ ＢＳ７７９９ 

情報セキュリティにおけるベストプラクティス（最適慣行）をまとめ、基本的な管理項目を規定するために英

国規格協会によって作成された管理基準。審査は、英国貿易産業省によって権威付けされたＵＫＡＳ（英国認

定サービス）の下、ＢＳ７７９９審査機関と認定された各国の企業・団体により実施されます。 

   ４ ＩＳＭＳ適合性評価制度 

財団法人日本情報処理開発協会(ＪＩＰＤＥＣ)が、平成14年４月から運用を行っている情報セキュリティマネ

ジメントシステム(Information Security Management System)に関する適合性評価制度。旧通商産業省の「情

報処理サービス業情報システム安全対策実施事業所認定制度」に代わる第三者認証制度として運用されていま

す。 

  

年月 概要

平成元年12月 臨床試験（治験）実施の支援を目的として、東京都八王子市新町に資本金500万円で株式会社綜

合臨床薬理研究所を設立。

平成２年８月 エヌ・エスクリニック（現 医療法人社団晴幸会）と業務を提携し、第Ⅰ相試験(注１)のＣＲＣ

業務(注２)を開始。

平成５年10月 第Ⅱ相試験(注１)のＣＲＣ業務を開始。

平成10年２月 第Ⅲ相試験(注１)のＣＲＣ業務を開始。

平成11年７月 第Ⅳ相試験(注１)のＣＲＣ業務を開始。

平成13年１月 埼玉県熊谷市に埼玉営業所（現 熊谷オフィス）を開設。

平成13年７月 東京都八王子市横山町に本社を移転。

平成13年９月 北海道札幌市北区に札幌営業所（現 札幌オフィス）を開設。

平成14年７月 大阪府大阪市中央区に大阪営業所（現 大阪オフィス）を開設。

平成15年４月 厚生労働省に特定労働者派遣事業の届出。（届出受理年月日 平成15年４月１日）

平成15年11月 鹿児島県鹿児島市に鹿児島オフィスを開設。 

情報セキュリティマネジメントシステム規格であるＢＳ７７９９(注３)及びＩＳＭＳ適合性評価

制度(注４)認証同時取得。

平成16年３月 愛知県名古屋市中区に名古屋オフィスを開設。

平成16年４月 株式会社東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場。

平成16年８月 広島県広島市中区に広島オフィスを、石川県金沢市に金沢オフィスを開設

平成16年11月 神奈川県横浜市神奈川区に横浜オフィスを開設。

平成17年８月 日本臨床薬理研究所株式会社（現連結子会社）の株式を取得し子会社化。

平成17年11月 株式会社ベルテール（現連結子会社）の株式を取得し子会社化。 

株式会社ＳＯＧＯメディプラス（現連結子会社）（当社80％出資子会社）を設立。

平成18年７月 情報セキュリティマネジメントシステム規格である「ISO/IEC 27001:2005」を認証取得。



３ 【事業の内容】 

 (1) 当社の事業内容について 

  当社グループは、当社（株式会社綜合臨床薬理研究所）と連結子会社３社（株式会社日本臨床 

  薬理研究所、株式会社ベルテール、株式会社ＳＯＧＯメディプラス）および関連会社１社（株式 

  会社東京健康管理センター）より構成されております。当社グループは、ＳＭＯ（※１）事業 

  （治験コーディネーター（以下「ＣＲＣ」という。）（※２）業務、治験審査委員会(以下「ＩＲ 

  Ｂ」という。)（※３）事務局業務、治験事務局業務)を主な事業とし、その他の事業として健康 

  食品（特定保健用食品を含む。）の開発支援業務および健康食品の販売業務を行っております。 

   当社グループの事業に係る位置付けおよび事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであ 

  ります。  

   なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります 。 

 
 当社グループのコア事業であるＳＭＯ事業について  

   当社グループは、臨床試験（以下、「治験」という。）（※４）を実施する医療機関から、 

  治験の実施に係る業務の一部を受託または代行するＳＭＯをコア事業として、主に医療機関への 

  支援サービスを提供しております。  

  一般に、医薬品の開発にあたっては、前臨床試験（※５）において、様々な方法でその安全性と 

  有効性が試されますが、最終段階においては、被験者（※６）を対象とした治験が不可欠となり 

  ます。当社は、これら治験を実施する医療機関に対し、ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業務および治 

  験事務局業務の包括的支援サービスを提供することで、治験が適正かつ円滑に実施されるように 

  医療機関の業務を支援しております。  

   それぞれの業務内容は、以下の通りであります。  

 
  

区 分 会社名 事業内容 摘要

ＳＭＯ事業

株式会社綜合臨床薬理研究所
ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業務、
治験事務局業務

当社

株式会社日本臨床薬理研究所
ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業務、
治験事務局業務

連結子会社

株式会社ベルテール
ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業務、
治験事務局業務

連結子会社

株式会社ＳＯＧＯメディプラス ＣＲＣ派遣業務 連結子会社

株式会社東京健康管理センター ＣＲＣ業務 持分法適用関連会社

その他の事業 株式会社綜合臨床薬理研究所
健康食品（特定保健用食品を含
む。）の開発支援業務、健康食品
の販売業務

当社

ＣＲＣ業務

 ＣＲＣは、治験責任医師（※７）の指導の下、インフォームド・コンセント（※８）の取得補助、症例報告書

（※９）への転記・管理、モニター（※10）との対応窓口等、医学的判断を伴わない治験業務の支援を行います。

医薬品の治験実施過程において、とりわけ被験者と治験との調整を行い、治験の倫理性、科学性を保証するための

活動を行います。

ＩＲＢ事務局業務

 製薬企業等から依頼を受けた医療機関は、ＩＲＢを開催し、倫理的、科学的及び医学的妥当性の観点から治験実

施の適否を判断する必要がありますが、当社は、ＩＲＢ開催の通知、資料の配布、ＩＲＢ議事録の作成及び審査結

果の報告等、その整備・運営に関する支援を行います。

治験事務局業務

 医療機関が治験を実施するにあたり必要となる標準業務手順書（ＳＯＰ）（※11）や各種書類の作成等、治験事

務局の整備・運営に関する支援を行います。



 (2) 医薬品開発の流れと当社の業務との関係について 

   製薬企業等では、下記に示す開発プロセスに準じ、新医薬品の開発を行っております。一般に、研究

開始から製造承認の取得まで、約260～360億円に及ぶ研究開発費と15～17年もの長い歳月が必要と言わ

れております。 

   当社は、下記の開発プロセスの中で、医療機関における臨床試験（治験）及び市販後調査に関する事

務的な業務を受託または代行しております。 

   また、当社は、医療機関が、ＧＣＰ省令（※12）に準拠した適正な治験を実施するためのインフラ整

備を支援するとともに、治験を実施しようとする医療機関と治験を依頼する製薬企業等とのマッチング

サービスを行うなど、包括的な業務を提供しております。 

   具体的な医薬品開発及び当社の業務の流れは、以下の通りであります。 

  

 

  



   製薬企業は、治験の運営と管理に係わる業務の一部または全部を行うＣＲＯ（Contract Research 

Organization：開発業務受託機関）（※13）を起用する場合があります。 

   ＣＲＯは製薬企業の業務を受託し、一方、ＳＭＯは実施医療機関の業務の一部を受託または代行する

ものでありますが、製薬企業等と実施医療機関に「なれあい」が生じる可能性が考えられ、このような

ことは治験データの信頼性の確保の観点から好ましくないため、ＣＲＯとＳＭＯは治験の実施にあた

り、相互に独立性を確保する必要があります。 

   当社の委受託の関係図は以下の通りであります。 

  
 

  

 (3) 我が国におけるＳＭＯの位置付けについて 

   ＳＭＯは、1970年代に米国において治験責任医師が治験業務の効率化を図るため、治験に係る事務的

な業務等を外部に委託したことから始まっております。 

   我が国においては、平成元年10月に通知された厚生省薬務局通知「医薬品の臨床試験の実施に関する

基準について」（以下、「旧ＧＣＰ（※14）」という。）に基づいて、大学病院等を中心に治験が実施

されておりました。 

   平成９年に旧ＧＣＰの大幅な改正が行われ、新たにＧＣＰ省令が施行されました。ＧＣＰ省令の施行

後、医療機関における治験実施体制のより充実した整備等が求められるようになり、治験に関する事務

的な業務等も増加いたしました。 

   平成15年６月にはＧＣＰ省令が改正され、ＳＭＯが行う業務の取り扱いが法令上正式に規定されまし

た（厚生労働省令第106号）。同省令の第39条の２の規定で、「自ら治験を実施する者又は実施医療機

関は、治験の実施に係る業務の一部を委託する場合には、次に掲げる事項を記載した文書により当該業

務を受託する者との契約を締結しなければならない。」と記載されております。 

   昨今、製薬企業等が推進する医薬品開発については、高齢化現象に対応した生活習慣病向けの新医薬

品の開発が増加しておりますが、対象となる患者は、大学病院等ではなく小規模な医療機関を利用する

傾向にあります。そのため、生活習慣病のような治験を迅速に実施するためには、対象となる被験者数

の多い小規模な医療機関での実施が不可欠となりますが、小規模な医療機関は治験実施の経験が乏しい

ことや治験に従事するスタッフが不足している場合が多いことから、ＳＭＯの提供するサービスに対す

る需要は増加すると見込まれております。 

   なお、ＳＭＯ業界では、急速な業容拡大にともない、平成15年４月に加盟社数45社で「日本ＳＭＯ協

会（ＪＡＳＭＯ）」が設立されました。当社の代表取締役社長である庄司孝は、設立時より同協会の理

事として選任され、協会の事業活動の主目的である「ＳＭＯ業務の信頼性確保」のために活動しており

ます。 

  



 （用語説明） 

※１ ＳＭＯ（Site Management Organization：治験施設支援機関） 

   治験（※４）を実施する医療機関から、治験の実施に係る業務の一部を受託または代行する組織。 

※２ 治験コーディネーター（ＣＲＣ：Clinical Research Coordinator） 

   質の高い治験を適正かつ円滑に進めるために、治験責任医師（※７）の指導の下、医学的判断を伴わない治験

業務（インフォームド・コンセント（※８）の取得補助、被験者のケア、治験に携わるチーム内の調整業務

等）の支援を行う者。 

※３ 治験審査委員会（ＩＲＢ：Institutional Review Board） 

   医療機関の長、治験責任医師及び製薬企業等から独立した医学・薬学等の専門家及びそれ以外の者によって構

成される委員会。当委員会の責務は、治験実施計画書（※15）や被験者から文書によるインフォームド・コン

セントを取得するための手法及び資料等を審査し、被験者の人権、安全及び福祉の保護を確保することであ

る。 

※４ 臨床試験（治験） 

   医薬品開発のプロセスにおいて、人を対象として、薬の安全性や有効性を確認するための試験。 

   特に、臨床試験のうち、医薬品の製造（輸入）承認または承認事項の一部変更承認を申請する際に提出すべき

資料の収集を目的として実施される試験を治験という。 

※５ 前臨床試験 

   動物を用いて安全性、有効性等を検討するための試験。非臨床試験ともいう。 

※６ 被験者 

   治験に参加し、治験薬を投与される者またはその対象となる者。 

※７ 治験責任医師 

   医療機関において、治験の実施に関して責任を有し、治験に係る業務を統括する医師または歯科医師。 

※８ インフォームド・コンセント 

   被験者の治験への参加を決定する際に、治験に関するあらゆる角度からの説明が充分なされた後に、被験者が

これを理解し、自由な意思によって治験への参加に同意し、書面によってそのことを確認すること。インフォ

ームド・コンセントは、被験者と担当医師による署名と日付が記入された同意文書をもって証明される。 

※９ 症例報告書 

   治験実施計画書において規定される、各被験者に関する全ての情報を記録するための文書。 

   治験責任医師若しくは治験分担医師が原資料（カルテ等）を基に作成し、製薬企業等に報告することが義務付

けられている。 

※10 モニター／モニタリング 

   製薬企業等により指名されたモニター（ＣＲＡ：Clinical Research Associate）が、治験の進行状況を調査

し、治験がＧＣＰ省令（※12）、治験実施計画書、標準業務手順書（※11）に従って実施、記録及び報告され

ていることを保証する活動。 

※11 標準業務手順書（ＳＯＰ：Standard Operating Procedures） 

   治験に係る業務を均質に遂行するための手順を詳細に記述した文書。 

※12 ＧＣＰ省令（Good Clinical Practice） 

   平成９年厚生省令第28号「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」。治験が倫理的な配慮のもとに科学

的に適正に実施されるための基準である。 

※13 ＣＲＯ（Contract Research Organization：開発業務受託機関） 

   医薬品の開発において、製薬企業等の治験に係わる業務の一部を受託または代行する個人または組織・団体。 

   主な業務内容として、治験の依頼業務、モニタリング（※10）・監査（※16）、データマネジメント・統計解

析、製造承認申請等がある。 

※14 旧ＧＣＰ（Good Clinical Practice） 

   平成元年10月２日付、薬発第874号薬務局通知「医薬品の臨床試験の実施に関する基準について」。治験が倫理

的な配慮のもとに科学的に適正に実施されるための基準である。 

※15 治験実施計画書（プロトコール） 

   治験の目的、デザイン、方法等について記述した文書。治験を実施するにあたって、医療機関及び製薬企業等

が遵守しなければならない要件事項を記載した実施計画書である。 

※16 監査 

   治験により収集されたデータの信頼性を確保するため、治験がＧＣＰ省令、治験実施計画書、標準業務手順書

に従って実施されているか否かについて、製薬企業等によって指名された監査担当者が、独立の立場から検証

を行う。 

  



４ 【関係会社の状況】 

 当連結会計年度において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となっております。 

 
 （注）１ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 
   ２ 特定子会社に該当しております。 
   ３ 株式会社日本臨床薬理研究所につきましては、売上高（連結会社相互間の内部売上高 
      を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。 
       主要な損益情報等  （1）売上高     421,596千円 
                  （2）経常損失     97,651千円 
                  （3）当期純利益    10,411千円 
                  （4）純資産額    184,310千円 
                  （5）総資産額    903,248千円 
   ４ 株式会社ベルテールにつきましては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く） 
      の連結売上高に占める割合が10％を超えております。 
       主要な損益情報等  （1）売上高     430,996千円 
                  （2）経常利益    116,285千円 
                  （3）当期純利益    69,396千円 
                  （4）純資産額     79,396千円 
                  （5）総資産額    478,785千円 
  

  

５ 【従業員の状況】 

 (1) 連結会社における状況 

(平成18年７月31日現在) 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。 

  

 (2) 提出会社の状況 

(平成18年７月31日現在) 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内
容（注１）

議決権の所有
割合（％）

関係内容

（連結子会社）

東京都八王子市 146,895 ＳＭＯ事業 51.0 役員兼任２名株式会社日本臨床薬理 
研究所   （注２） 
      （注３）

（連結子会社）
東京都新宿区 60,000 ＳＭＯ事業 80.0

役員兼任１名

株式会社ＳＯＧＯメディ 
プラス

CRC業務の委託

（連結子会社）
福岡県福岡市 
博多区

10,000 ＳＭＯ事業 100.0
役員兼任１名

株式会社ベルテール 
      （注４）

CRC業務の委託

（持分法適用関連会社）
東京都渋谷区 10,000 ＳＭＯ事業 20.0 CRC業務の委託株式会社東京健康管理 

センター

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

ＳＭＯ事業 205

その他の事業 5

全社(共通) 71

合計 281

従業員数 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与

172名 32.6歳 2年5ヶ月 4,774千円



 (3) 労働組合の状況 

   労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  



第２ 【事業の状況】 

当連結会計年度(平成17年８月１日から平成18年７月31日まで)は連結初年度であるため、前年同期との

対比は行っておりません。 

  

１ 【業績等の概要】 

 (1) 業績 

   当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰が懸念されるものの企業収益の改善とそれに

伴う設備投資の増加、個人消費の高まり等により、景気の回復傾向が鮮明となりました。医薬品業界に

おきましては、国の薬価引き下げやジェネリック医薬品の使用促進など薬剤費抑制策が進行する中、

年々増大する研究開発費を捻出するため規模の拡大を狙った合併等による製薬企業再編の波は今後も継

続するトレンドにあり、国際的な新薬開発競争は一層激化する状況にあります。 

   また厚労省では、安全で優れた医薬品を迅速に国民に提供するために研究開発の基盤を整備すること

が大事であり、治験実施環境の整備や実務上の負担軽減などの課題に対応し、欧米に負けないような体

制を整備していかなければならない、との認識のもと、治験がスムーズに行われるための仕組みつくり

が進められております。 

   また、ＳＭＯ（治験施設支援機関：Site Management Organization）業界におきましては、研究開発

費の伸びに支えられマーケットは依然拡大しているものの値引き競争による受注単価の下落、症例数に

応じた報酬体系へのシフトなど、コストダウンとスピードアップを追及した競争は激化しており、これ

まで以上に経営環境の変化に応じたより柔軟性のあるスピーディーなマネジメントが求められてきてお

ります。 

   当社グループにおきましてはこのような状況の中、ＳＭＯ業界におけるシェアアップが業界における

ナンバーワンへの重要なステップと考え、M＆Aによる事業の拡大を図りました。平成17年８月には、第

Ⅰ相試験に強みをもつＳＭＯである株式会社日本臨床薬理研究所を子会社化し、また同年11月には、治

験コーディネーター（ＣＲＣ：Clinical Research Coordinator）の人材供給を目的として株式会社Ｓ

ＯＧＯメディプラスを合弁で設立、さらには平成18年２月には九州地区に特化した中堅ＳＭＯである株

式会社ベルテールを子会社化するなど、試験領域と営業エリアの拡大策を積極的に推進いたしました。

   また引き続き、提携医療機関の拡充と医療機関ネットワークの構築にも注力し、平成18年７月31日現

在の提携医療機関数は1,245施設となりました。 

   しかしながら、大型治験案件の一部が翌連結会計年度以降の売上計上へずれ込んだこと、健康食品の

大型試験案件の一部が別試験に変更となり翌連結会計年度への売上計上へずれ込んだこと、及び当初当

期の売上計上と見込んでいた治験案件について、売上計上時期の見直しを行ったことなどから、当連結

会計年度の連結売上高は2,958百万円となりました。また、費用面では、売上高の減少に伴う諸費用の

圧縮に努めましたが、減少分を十分にカバーするには至らず、連結経常利益は302百万円、連結当期純

利益は162百万円となりました。 

    

   事業区分につきましては、従来「第Ⅰ相試験」、「第Ⅱ相試験」、「第Ⅲ相試験」、「第Ⅳ相試

験」、「その他」の５区分によっておりましたが、当連結会計年度より連結子会社３社および関連会社

１社が加わったのを機会に事業の類似性・関連性を再検討した結果、「第Ⅰ相試験」から「第Ⅳ相試

験」までを「ＳＭＯ事業」としてまとめ、主として健康食品関連の事業を「その他の事業」としており

ます。 

  ａ ＳＭＯ事業  

   ＳＭＯ事業は、治験実施施設または臨床試験依頼者の依頼により行われる、治験実施施設支援業務

（「ＣＲＣ業務」、「ＩＲＢ事務局業務（Institutional Review Board：治験審査委員会）」、「治

験事務局業務」および「臨床試験に関する一切の業務」と定義し、当社グループは治験を実施する医

療機関が行うこれら業務の一部を受託または代行し、主として「第Ⅰ相試験」から「第Ⅳ相試験」に

かかる支援業務を行うものであります。 

   当連結会計年度におけるＳＭＯ事業は、同事業を行う連結子会社３社の連結算入により、売上高は

2,847百万円となりました。 

  ｂ その他の事業 



   その他の事業は、主として「健康食品（特定保健用食品を含む。）の開発支援業務」および「健康

食品の販売業務」を行っております。 

   当連結会計年度におけるその他の事業につきましては、売上高111百円となりました。 

     

 (2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、2,513百万円となり

ました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

なお、当連結会計年度は連結初年度であるため、前年同期との比較は記載しておりません。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動による資金の増加は、340百万円となりました。これは、資金減少要因として法人税等の支

払額194百万円があったものの、資金増加要因として税金等調整前当期純利益の計上額273百万円およ

び、たな卸資産の減少額42百万円があったことが主な要因であります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動による資金の減少は、518百万円となりました。これは、資金増加要因として投資有価証券

の売却による収入381百万円があったものの、資金減少要因として投資有価証券の取得による支出414百

万円および連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出377百万円があったことが主な要因で

あります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動による資金の増加は、1,377百万円となりました。これは資金減少要因として、配当金の支

払99百万円があったものの、資金増加要因として、株式の発行による収入1,497百万円があったことが

主な要因であります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

 (1) 生産実績 

   当連結会計年度(平成17年８月１日から平成18年７月31日まで)における生産実績を事業区分別に示す

と、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 連結財務諸表は、当連結会計年度より作成しておりますので、前年同期比は記載しておりません。 

２ 金額は、販売価格によっております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 (2) 受注実績 

   当連結会計年度(平成17年８月１日から平成18年７月31日まで)における受注実績を事業区分別に示す

と、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 連結財務諸表は、当連結会計年度より作成しておりますので、前年同期比は記載しておりません。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 (3) 販売実績 

   当連結会計年度(平成17年８月１日から平成18年７月31日まで)における販売実績を事業区分別に示す

と、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 連結財務諸表は、当連結会計年度より作成しておりますので、前年同期比は記載しておりません。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

区分 生産高(千円) 前年同期比(％)

ＳＭＯ事業 2,847,551 ―

その他事業 110,988 ―

合計 2,958,540 ―

区分 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

ＳＭＯ事業 3,059,968 ― 3,975,468 ―

その他の事業 305,547 ― 216,705 ―

合計 3,365,516 ― 4,192,173 ―

区分 販売高(千円) 前年同期比(％)

ＳＭＯ事業 2,847,551 ―

その他の事業 111,313 ―

合計 2,958,865 ―



３ 【対処すべき課題】 

ＳＭＯ業界におきましては、新規参入ＳＭＯの増加と研究開発費の高騰に悩む製薬企業からの値下げ要

請により、受注競争は更に激化し、大手ＳＭＯを中心として、業界の再編あるいは統合が今後とも一層進

行することが予想されます。 

当社グループといたしましては、ＳＭＯとして確固たる地位を築くため、Ｍ＆Ａや合弁事業などにより

業界内におけるシェア確保を積極的に推進してまいります。また、地域に密着したＳＭＯと提携・協力す

ることにより、ＳＭＯのグループ化を推進し、当社のオペレーションで管理できる体制の構築を図り、治

験実施医療機関との強力な連携を拡げ、大病院との提携の比率も高めていく考えであります。さらには当

社営業部内に医療機関とＣＲＣを結ぶサイトマネージメント課を立上げ、多症例の治験の実施ができる医

療機関の深耕開拓を図ります。また優秀なＣＲＣの確保と業務レベルの更なる向上により、早期の症例組

入れを目指し受注残のカットオフを回避していきます。 

また、糖尿病、高脂血症、高血圧症、アレルギー疾患等の生活習慣病や癌などの開発分野の受注獲得に

向け積極的に取り組むとともに、当社グループの得意分野である「骨」および「泌尿器」領域を更に強化

してまいります。 

ＳＭＯとして、最大級の提携医療機関数を有する利点を活かし、更にその拡充に努めるとともに、複数

の医療機関からなる対象疾患別ネットワークを整備し、数百症例規模の大規模試験に対応した体制を構築

し、治験の効率化を図ってまいります。 

当社グループの社内体制整備につきましては、必要情報の適確な把握、業務の効率的改善、意思決定の

迅速化を目指し、ＩＴ化を推進しております。また、当社グループはＣＲＣの教育の拡充を目指し、教育

専門のスタッフを配置しており、日本臨床薬理学会によるＣＲＣ認定取得への取り組みを通じ、ＣＲＣの

質の向上に努めてまいります。 

情報セキュリティに関しましては、平成18年７月に情報セキュリティマネジメントシステム「ISO/IEC 

27001:2005」を取得し、本社、横浜オフィス、鹿児島オフィスに加え、大阪オフィス、広島オフィス、大

津オフィスおよび金沢オフィスの４オフィスが適用拡大され、更なる高度なセキュリティの向上を目指

し、全社的に取り組んでまいります。今後は子会社である、株式会社日本臨床薬理研究所および株式会社

ベルテールにおいても同様の認証の取得を目指します。 

当社グループといたしましては、健康増進、予防医療の一環として健康食品の分野、とりわけ特定保健

用食品の分野にも本格的に進出しておりますが、今後も更に健康食品開発のコンサルティングから申請ま

でを一貫して行い、トータル支援サービスを行う食品受託開発事業を積極的に推進してまいります。 

以上のような課題を踏まえながら、営業力の強化、ＣＲＣスタッフの拡充、内部管理体制の整備、経営

資源の有効活用を更に達成すべく、企業価値の増大に努めてまいります。 

  



４ 【事業等のリスク】 

当社グループの経営成績および財政状態に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなも

のがあり、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項と考えております。 

なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、本決算発表日である平成18年９月14日現在において当社

グループが判断したものでありますが、ここに掲げられている項目に限定されるものではありません。 

  

(1) 医療機関で実施する治験のアウトソーシングの動向について 

現在、比較的小規模な医療機関においては、治験実施の経験が乏しいことや治験に従事するスタッ

フが不足している場合が多いことから、治験の実施に際して、ＳＭＯを利用する医療機関が増加して

おります。しかしながら、人的資源の補強を行い、医療機関における治験管理体制が整備され、外部

機関による支援なく治験の実施が可能となった場合には、当社グループの受託件数および受注金額が

減少し、当社の将来の財政状態および経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

(2) 国内治験が空洞化するリスクについて 

現在、医薬品の審査・承認制度は国ごとに異なっておりますが、「日米ＥＵ医薬品規制調和国際会

議（ＩＣＨ：International  Conference  on  Harmonization  of  Technical  Requirements  for

Registration of Pharmaceuticals for Human Use）」において、新医薬品の承認審査データを相互

活用できる条件を整えており、海外治験データ受入れに関するガイドラインが最終合意されたことに

より、平成10年から、国内においても、一定の確認試験（ブリッジング・スタディ）を基に、海外治

験データを用いて承認申請を行うことが認められるようになりました。今後、国内市場のグローバル

化が促進され、製薬企業等が海外で治験を実施することを優先した場合には、国内での治験が減少す

る可能性があり、その結果、当社グループの将来の財政状態および経営成績に影響を与える可能性が

あります。 

  

(3) ＳＭＯ業務に関する法的規制について 

当社グループは、平成14年11月に厚生労働省によって取りまとめられた「ＳＭＯの利用に関する標

準指針策定検討会報告書」に準拠し業務を遂行しておりますが、平成15年６月に改正されたＧＣＰ省

令でＳＭＯが行う業務が盛り込まれました（厚生労働省令第106号）。同省令の第39条の２の規定に

は、「自ら治験を実施する者または実施医療機関は、治験の実施に係る業務の一部を委託する場合に

は、次に掲げる事項を記載した文書により当該業務を受託する者との契約を締結しなければならな

い。」と記載されております。 

当社グループは、同省令に準拠し業務を遂行しておりますので、同改正が当社グループの業務に与

える影響は現在のところ全くありません。また、標準業務手順書（ＳＯＰ）や医薬品の臨床試験の実

施の基準（ＧＣＰ省令）などに対するリスクマネジメント体制を強化するため、社内に「リスクマネ

ジメント委員会」を設置し、遵法性の管理を徹底しております。しかしながら、今後、厚生労働省か

ら同改正に関連し、その理解と運用のための新たな指針等が出されることが想定され、その内容や今

後の法的規制の動向によりましては、当社グループの将来の財政状態および経営成績に影響を与える

可能性があります。 

  

(4) 製薬企業等の新薬開発の動向に影響を受けることについて 

ＳＭＯ業界の収益の源泉は、製薬企業等の新医薬品の研究開発費等であります。近年、製薬業界で

は、研究開発費の増加や研究開発期間の短縮に対応するために、開発拠点の海外移転を始め、自社単

独で開発領域の絞込み、合併・買収による研究開発費の確保並びに業務提携等によるリスクの分散、

販売地域の拡大、技術の導入等が相次いでおります。 

これらのリスクに対応するため、当社グループは、可能な限り特定の製薬企業等に対する高依存を

避け、多数企業との取引により経営の安定化を図っておりますが、今後、製薬企業等において他社と

の合併・買収、業務提携等が極端に進み国内での治験の実施件数が著しく減少した場合は、当社グル

ープの将来の財政状態および経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

(5) 同業他社および関連業種からの新規参入による競争激化について 

製薬業界の新医薬品開発競争の激化を背景に、製薬企業等は、治験の実施に際して外部に戦略的パ

ートナーを求める傾向が強くなってきております。これを受けて、ＳＭＯの市場規模は、今後更に拡

大することが見込まれておりますが、既に多数のＳＭＯが存在しているうえ、ＳＭＯ市場の成長性に



注目した関連業種からの新規参入が続くことも考えられます。 

これに対し、当社グループは、支援業務のフルライン化を始め、提携医療機関数の拡充、情報セキ

ュリティの整備、ＩＴ技術を駆使した被験者管理等、治験の品質向上と迅速化を図り、同業他社との

差別化を推進しております。当社グループは、ＳＭＯ業界において主要な地位を築きつつあります

が、今後、同業他社との過度の競争や関連業種からの参入に拍車がかかることにより、ＳＭＯ業界が

著しく競争激化した場合は、提携医療機関の獲得等への支障、ＣＲＣ要員獲得競争による人件費の上

昇、価格競争等の事態が生じることも考えられ、当社グループの将来の財政状態および経営成績に影

響を与える可能性があります。 

  

(6) 治験の社会的評価について 

平成15年４月、文部科学省と厚生労働省によって発表された「全国治験活性化３カ年計画」による

と、「画期的新薬の開発を促進し、患者に対し迅速に新薬を提供していくためには、我が国における

治験環境の充実を図り、新薬の開発に資する魅力ある創薬環境を実現していく必要がある。」と指摘

されております。しかしながら、国内での治験の意義に対する社会的評価が著しく低下し、被験者の

自発的な協力が得られないような状況に陥った場合、ＳＭＯ業界は多大な影響を受け、当社グループ

の将来の財政状態および経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

(7) 見込受注の減少および受託治験の中止または延期について 

当社グループは、受注計画を策定するにあたり、製薬企業等からの詳細な開発情報に基づき、その

進捗度合を勘案したうえ、見込受注額を予測しております。 

しかしながら、何らかの理由により予定していた受注の大幅な減少、または、受注後の治験につい

て製薬企業等による治験実施計画書の変更等の予測不可能な理由により、治験の中止または延期を余

儀なくされた場合には、予定していた売上が計上されず、当社グループの将来の財政状態および経営

成績に影響を与える可能性があります。 

  

(8) ＩＲＢ事務局業務に係る特定医療機関への依存について 

治験を実施するには、実施しようとする医療機関内に設置されるＩＲＢで、倫理的、科学的および

医学的妥当性の観点から当該治験の妥当性について審議・承認されることが必要になります。しかし

ながら、医療機関は、保険診療を主業務とすることが一般的であることから、ＩＲＢを設置している

医療機関の数は限られており、ＩＲＢを設置していない医療機関が治験を実施する場合には、他の医

療機関内のＩＲＢでの審議・承認が認められております。 

当社グループは、治験を主業務とする医療法人社団晴幸会と同社団外で実施される治験に係るＩＲ

Ｂ開催についての業務提携を締結しております。したがって、ＩＲＢを設置していない医療機関で実

施される治験については、同社団内のＩＲＢで、当該治験の審議をすることが可能となっておりま

す。 

同社団は、当社グループにとって最初の業務提携先であり、その関係は良好な状況にありますが、

仮に当社グループの予測を超える事態が生じ、同社団との当該業務提携が解消された場合は、ＩＲＢ

を設置していない医療機関で実施される治験について審議が行うことができず、当社グループの将来

の財政状態および経営成績に影響を与える可能性があります。 



(9) 医療機関との提携について 

ＳＭＯにとって、ＧＣＰ省令を遵守できる治験実施体制の整備された数多くの医療機関と提携する

ことは、早期に症例を確保し、新医薬品開発期間を短縮するうえで非常に重要となります。当社グル

ープはこれまで各種医療機関との提携に全国的に注力してきており、今後も提携医療機関数を拡充さ

せていく所存でありますが、競合他社が当社グループを上回る医療機関との提携を進めた場合や、医

療事故等によってこれら医療機関を通じた受託案件獲得に支障が生じた場合には、当社グループの将

来の財政状態および経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

(10) 人材の確保について 

当社グループの事業拡大にあたっては、医学・薬学等の専門的な知識を有する人材を確保する必要

があります。また、ＣＲＣは人権の尊重や個人情報の保護に配慮しつつ、被験者や治験に携わる医

師・スタッフとの間での適切なコミュニケーション能力も要求されます。 

当社グループのＣＲＣは、看護師、薬剤師および臨床検査技師の医療関係の資格を有した者等を採

用し、新卒者については十分な研修期間後に現業部門へ配置するほか、中途採用者については、経験

に応じた実地研修（ＯＪＴ）を実施しております。また、入社後も随時教育研修を実施、特に疾患別

セミナーには注力して、社員の能力向上に努めております。 

しかしながら、今後、当社グループの人材が競合他社に引き抜かれる等で多数離職し、人材の確保

に支障をきたしたり、教育研修が順調に進まない場合には、ＳＭＯ業務の遂行に支障が生じるととも

に、医療機関および製薬企業等からの信頼が損なわれることも考えられ、この場合は、当社グループ

の将来の財政状態および経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

(11) 情報セキュリティ管理体制について 

ＳＭＯは、実施医療機関との契約締結にあたっては必ず「機密事項の遵守」の条項を設け、業務遂

行によって知り得た機密事項を他に開示、漏洩することを禁じられております。被験者に係わる情報

の取扱は重要で、細心の注意が必要となります。特にＣＲＣは、被験者の治験に関係のない情報につ

いても知り得る可能性が高く、情報の漏洩に注意し、被験者の秘密保全に充分留意する必要がありま

す。 

当社は、情報セキュリティ管理体制の強化を目的として、平成15年11月にＳＭＯとしては国内で初

めて情報セキュリティマネジメントシステム規格のＢＳ７７９９およびＩＳＭＳ適合性評価制度の認

証を同時取得いたしました。ＢＳ７７９９とは、英国認定機関ＵＫＡＳによって認証される情報セキ

ュリティマネジメントシステムに関する審査規格であり、ＩＳＭＳ適合性評価制度は財団法人日本情

報処理開発協会（ＪＩＰＤＥＣ）によって認証される企業の情報セキュリティマネジメントに対する

第三者適合性評価制度であります。また平成18年７月には、情報セキュリティマネジメントシステム

「ISO/IEC 27001:2005」を取得いたしました。 

当社グループとしては、このように保有する情報資産についてのセキュリティ管理体制を確立する

とともに、継続的な改善を図っております。但し、何らかの理由にてこれら情報の流出が生じた場合

には、当社グループの社会的信用が失墜し、将来の財政状態および経営成績に影響を与える可能性が

あります。 

  

(12) 被験者の健康被害について 

治験に係る被験者に健康被害が生じた場合には、治験依頼者である製薬企業等が治療に要する費用

やその他の損失を補償することがＧＣＰ省令で義務付けられておりますが、当社グループの故意また

は重大な過失によるものである場合には、製薬企業等や医療機関等から損害賠償請求を受ける可能性

があります。 

  

(13) 売上債権管理について 

ＳＭＯの契約形態については、現在ＳＭＯと実施医療機関の２者契約が基本原則とされております

が、その他、具体的な治験の実施に係わる治験契約に付随して、製薬企業、ＳＭＯおよび実施医療機

関の３者あるいはＣＲＯを加えた４者による契約が締結される場合があります。当社は、製薬企業、

医療機関および当社との３者間契約による形態を推進・実施しておりますが、その契約条項におい

て、本来、支援サービス提供の対価として医療機関から支払われる委託料を医療機関に代わって製薬

企業が引受けるという免責的債務引受契約を規定し、債権回収の確実性および早期回収を確保するこ

とで、収益基盤の安定性を確保しております。しかし、今後、治験が終了するまでの間に製薬企業等



の経営状況が変化した場合、もしくは予測不能な事態が生じた場合には、売上債権の回収に支障を

きたす可能性があります。 

  

(14) カットオフについて 

治験は、その実施期間が長期に渡り、１年以上の期間を要するものが多数を占めております。契約

金額の大部分は、契約症例数に依存し決定されますが、実施症例数を予定通り確保できず、契約症例

数に満たない場合、売上高として計上される金額が契約金額を下回る場合があります。当社グループ

では、これをカットオフと呼称しておりますが、多額のカットオフが生じた場合、当社グループの将

来の財政状態および経営成績に影響が生じる可能性があります。 

  

(15) 特定の人物への依存について 

 ① 代表取締役社長 庄司孝について 

当社の代表取締役社長である庄司孝は、当社の設立時から事業の推進者として中心的な役割を担

っております。  

同氏は、平成13年８月に代表取締役社長に就任しておりますが、当社設立以前は、株式会社相互

生物医学研究所（現 株式会社ビー・エム・エル）等の10年以上に及ぶ臨床業界における経験を有

しております。 

現在当社グループにおきましては、経営方針や事業戦略全般の策定、過去より培ってきた人脈の

活用および対外的な折衝等において重要な役割を果たしており、その依存度は高いものであると考

えております。 

当社グループは、事業運営において、権限の委譲や人員拡充等により組織的対応の強化を進めて

おりますが、現在においても組織としては小規模であり、何らかの理由により同氏の業務の遂行が

困難となった場合、当社グループの事業戦略や経営成績等に影響を与える可能性があります。 

  

 ② 取締役会長 西野晴夫について 

当社取締役会長である西野晴夫は、現役の医師であり、創業者の一人として設立以降代表取締役

に就任し、また、平成13年８月以降現在までは取締役会長として、当社の経営全般を統括しており

ます。   

創業者が、第一線の臨床医であるということは、当社が事業を推進するにあたり、製薬企業およ

び提携医療機関から当社の業務に対する科学的信頼性を獲得するうえで重要な役割を果たしており

ます。  

今後におきましても同氏による当社グループの事業への関与が必要不可欠であると考えており、

何らかの理由により同氏の当社グループの業務遂行が困難となった場合、当社グループの事業活動

に影響を与える可能性があります。   

  

 ③ 取締役副会長 佐々木幸弘について 

   当社取締役副会長である佐々木幸弘は、現役の医師であり、創業者の一人であります。 

当社の設立は、同氏と現代表取締役社長である庄司孝の構想を事業化したものであり、創業者の

一人として設立以降代表取締役に就任し、また、平成13年８月以降現在までは取締役副会長とし

て、事業戦略の策定や重要事項に関する意思決定に深く関与しております。   

今後におきましても同氏による当社グループの事業への関与が必要不可欠であると考えており、

何らかの理由により同氏の当社グループの業務遂行が困難となった場合、当社グループの事業活動

に影響を与える可能性があります。 

  

(16) 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 

当社は、当社および当社子会社の取締役、監査役および従業員並びに社外協力者の当社グループの

業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、新株予約権方式によるストックオプション

制度を採用しております。   

当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づく

新株予約権を割当てているものであり、平成18年7月31日現在における当社発行済株式総数107,740株

に対して、当該新株予約権の目的となる株式の数の合計は、951株であります。   

当該新株予約権が行使された場合は、当社の１株当たりの株式価値が希薄化することになります。



  

(17) 業務提携等に関連するリスク 

当社グループは、ＳＭＯ事業をコアとした医療関連ビジネスの拡大、経営資源の有効活用、企業価

値の向上を目指し、今後とも他社との業務提携や買収等を行う可能性があります。しかしながら、こ

れらが実現した場合において、当社グループが期待するような成果が生まれる保証はなく、場合によ

っては当社グループの財政状態および経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性もあります。 

  



５ 【経営上の重要な契約等】 

 （1）株式会社日本臨床薬理研究所の株式譲渡契約 

    平成17年６月７日に、株式会社エスアールエルと以下のとおり契約を締結し、同社から株式会社日本臨床薬 

   理研究所の発行済株式の51％を取得いたしました。 

   ① 子会社化の目的 
      株式会社日本臨床薬理研究所は、臨床検査の最大手である株式会社エスアールエルの 
     100％子会社で、第Ⅰ相試験（臨床薬理試験・ＢＥ試験）や第Ⅱ相、第Ⅲ相試験（ＳＭＯ 
     事業）などの治験支援事業を手掛けております。特に、大型病院における治験事務局業 
     務及び治験コーディネーター業務を得意としております。クリニックに対する治験支援が 
     中心の当社にとりましては、ＳＭＯ事業展開を強化する上で、大型病院での治験事業を推 
     進できるほか、株式会社エスアールエルとの間で相互に医療機関のネットワークを強化で 
     きるものと考えております。また、臨床第Ⅰ相試験についても一層の強化を図ることが期 
     待できます。 
   ② 子会社化した会社の概要 
     名称    株式会社日本臨床薬理研究所 
     事業内容  臨床試験支援業務 
     従業員数  56名（平成18年３月末現在） 
     資本金   56,000千円（平成18年３月末現在） 
     総資産   307,074千円（平成18年３月末現在） 
     売上高 
      平成17年３月期   50,344千円（３ヶ月決算） 
      平成16年12月期  463,390千円     
   ③ 株式取得の時期 
     平成17年８月１日 
   ④ 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 
     取得価額      280,500千円 
     取得する株式の数     561株 
     取得後の持分比率      51％ 
   ⑤ 支払資金の調達 
     自己資金 
   ⑥ 重要な特約 
      株式会社日本臨床薬理研究所の子会社化に関して、当社（以下「甲」という。）では、 
     平成17年７月25日付で株式会社エスアールエル（以下「乙」という。）及び株式会社 
     日本臨床薬理研究所（以下「丙」という。）との三者間で、甲及び乙による丙への出資 
     及び甲乙間の業務提携等に関して、戦略的提携契約を締結しております。 
      当契約の目的は、増資等により丙の財務体質の強化を図り、甲と乙が共に丙の経営に 
     参加し、甲乙丙間で事業上の協力関係を構築することにより、丙の事業の再生・発展及び 
     甲乙丙の事業価値の増大を目指すことであります。当契約においては、一定期間における 
     丙の経営成績が、甲と乙が合意した事業計画を下回った場合には、乙に財務的負担を求め 
     る内容も含まれております。 
  

 （2）株式会社ベルテールの株式譲渡契約 

    平成17年12月26日に、株式会社イベリカと以下のとおり契約を締結し、同社から株式会社ベルテールの発行 

   済株式の100％を取得いたしました。 

   ① 子会社化の目的 
      株式会社ベルテールは、九州地方を中心に多岐にわたり創薬等試験事業サービスを提供 
     している株式会社イベリカの100％子会社で、株式会社イベリカのＣＲＯ事業とＳＭＯ事業 
     との混在を解消し、ＳＭＯに特化したより専門性の高い高品質のサービスを提供するため 
     に会社分割により設立されました。株式会社イベリカは既に九州地方において多くの医療 
     期間と提携しており、治験において多くの症例実績をあげていることから、同社と広範囲 
     な新薬開発支援事業で協力していくことにより、提携医療機関を確保し、更なる受注能力 
     の拡大及び業務拡大を図ることが期待できます。 
   ② 子会社化した会社の概要 
     名称    株式会社ベルテール 
     事業内容  ＳＭＯ事業 
     従業員数  50名（平成17年12月14日現在） 
     資本金   10,000千円（平成17年12月14日現在） 
     本店所在地 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目6-26 
     代表者   代表取締役社長 川窪晃己   
   ③ 株式取得の時期 
     平成18年２月６日 



   ④ 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 
     取得価額      850,000千円 
     取得する株式の数     200株 
     取得後の持分比率     100％ 
   ⑤ 支払資金の調達 
      エクイティーコミットメントラインに基づく指定通知書により、メリルリンチ日本証券 
     株式会社が新株予約権を行使することで得られる約５億円と自己資金でまかないます。 
  

 （3）業務提携契約 

 
  

契約締結先 締結年月日 契約内容 契約期間

エヌ・エスクリニック
(現 医療法人社団晴幸会)

平成２年８月１日 
 

治験業務の支援
 

契約後２年間 
以降２年毎の自動更新

医療法人社団晴幸会 
 

平成10年12月１日 
 

当社が受注した治験業務に
係る治験審査委員会業務の
実施等

契約後２年間 
以降２年毎の自動更新

株式会社保健科学研究所 
 

平成13年10月31日 
 

治験支援業務の委託
 

契約後２年間 
以降２年毎の自動更新



６ 【研究開発活動】 

  特記すべき事項はありません。 

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

 文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成18年10月27日)現在において当社 

 グループが判断したものであります。  

 (1) 重要な会計方針及び見積り  

   当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に 

  基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたりましては、重要な会計方針等に基 

  づき、資産・負債の評価及び収益・費用の認識に影響を与える見積り及び判断を行っております 

  。これらの見積り及び判断に関しましては、継続して評価を行っておりますが、見積り特有の不 

  確実性があるため、実際の結果は見積りと異なる可能性があります。  

   なお、以下に記載する事項が、当社グループの連結財務諸表作成における重要な見積り及び判 

  断に特に大きな影響を及ぼすと考えております。  

  ①収益の認識  

   ＳＭＯ事業収入については、契約案件ごとに毎期治験の進行程度を合理的に見積り、その進行 

  程度に応じた売上高を計上する進行基準を原則として適用しております。ただし、連結子会社に 

  おいては、完成基準を適用しております。その他の事業収入については、完成基準を適用してお 

  ります。  

  ②貸倒引当金の計上  

   債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権 

  等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。取引 

  先の財政状態が悪化し支払能力が低下した場合、追加引当が必要となる場合があります。  

  

 (2) 当連結会計年度の経営成績の分析 

  当連結会計年度は、売上高が2,958百万円、売上総利益が1,150百万円、販売費及び一般管理費 

  が872百万円となりましたので、営業利益は278百万円、経常利益は302百万円、当期純利益は162 

  百万円となりました。  

  

 (3) 経営成績に重要な影響を与える要因について 

   当社グループは今後、新規参入ＳＭＯの増加による競争激化の状況下、新薬開発期間の短縮、品質の

確保、サービスの質の向上という製薬企業の要望に対応できる体制を築きながら、全国の提携医療機関

（平成18年７月31日現在1,245施設）との連携を更に強化し、Ｍ＆Ａや合弁事業などを推進し、業界内

のシェア拡大を目指してまいりますが、製薬業界の新医薬品開発動向に影響を受け受注高が増減する場

合、経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。このような要因に対し、当社グループは、可能

な限り特定の製薬企業等に対する高依存を避け、多数企業との取引を行うことにより、経営の安定化を

図っております。また、支援業務のフルライン化、提携医療機関数の拡充、情報セキュリティの整備

等、治験の品質向上と迅速化を図り、同業他社との差別化を推進しております。  

 この他の要因につきましては、「第２ 事業の状況 ４ 事業等のリスク」をご参照下さい。  

  

 (4) 戦略的現状と見通し 

   製薬業界の新医薬品開発競争の激化を背景に、製薬企業は、治験の実施に際して戦略的パートナーを

求める傾向が強くなってきております。これを受けて、ＳＭＯの市場規模は、今後更に拡大することが

見込まれておりますが、既に多数のＳＭＯが存在しているうえ、ＳＭＯ市場の成長性に注目した異業種

からの新規参入が更に続くことも予測されます。  

 これらの状況を踏まえ、当社グループは、支援業務のフルライン化を始め、提携医療機関数の拡充、

情報セキュリティの整備、ＩＴ技術を駆使した治験進捗管理等、治験の品質向上と迅速化を図り、同業

他社との差別化を推進しております。また、今後は、ＳＭＯのＭ＆Ａやグループ化戦略を積極的に展開

することで、市場シェア率２割を早期に獲得し、ＳＭＯ業界における主要な地位を築いてまいります。 

  

 (5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

   運転資金及び設備投資資金に必要となる十分な資金源を確保し、最適な流動性を確保し、バランスシ

ートを強化することが、当社グループの財務方針であります。当社グループは、主として営業活動によ

り取得した資金により、必要とする資金を調達しておりますが、売上債権の早期回収を図り、営業活動

によるキャシュフローの増加に努めてまいります。また、株式会社東京証券取引所マザース市場への株



式上場に伴い調達いたしました総額1,450百万円の公募増資による資金及びメリルリンチ日本証券株式会社

を割当先とする新株予約権の行使による調達資金1,500百万円につきましては、事業拡大にあたっての

人材の確保・育成等組織力強化に伴う運転資金のほか、オフィスの新設及びＩＴシステム等設備投資資

金、子会社の設立、Ｍ＆Ａ等投融資のための資金として活用をしております。  

 当社グループの資金状況につきましては、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (2) キャッシ

ュ・フローの状況」に記載のとおりであります。  

  

 (6) 経営者の問題認識と今後の方針について 

   ここ数年の医薬品業界の統廃合、ＳＭＯ乱立による競争激化などの動向に鑑みますと、その変化は速

く、機敏な経営判断が要求されます。  

 当社グループの経営陣は、現在当社グループが置かれている事業環境やＳＭＯ業界における地位を正

確に把握し、また入手した最新情報に基づき機動的に最善の経営方針を立案するように努めておりま

す。  

 今後、当社グループは引き続き、経営理念である「高い倫理性と責任のもとにＳＭＯとして国民の医

療に貢献する。」を念頭に、国内のみならず海外での治験も視野に入れ、Ｍ＆Ａによるシェア拡大に努

めつつ、高付加価値及び顧客満足度の高いサービスを効率的かつ迅速に提供してまいります。  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

  当連結会計年度の設備投資総額は184百万円であり、その主な内容は、業務支援システムの構築費用123

百万円及び連結子会社における事務所設備等の取得によるものであります。なお、設備投資の金額には、

有形固定資産、無形固定資産、長期前払費用及び敷金・保証金を含めております。 

  

  

２ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

(平成18年７月31日現在) 

 
(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、無形固定資産、長期前払費用及び敷金・保証金であります。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 現在休止中の主要な設備はありません。 

  

(2) 国内子会社 

(平成18年７月31日現在) 

 
(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、無形固定資産、長期前払費用及び敷金・保証金であります。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 現在休止中の主要な設備はありません。 

事業所名 
(所在地)

事業の 
種類別セグメ
ントの名称

設備の 
内容

帳簿価額(千円)
従業
員数 
(名)建物

車両
運搬具

工具、
器具及 
び備品

その他 合計

本社 
(東京都八王子市)

全社 事務所 10,257 1,150 19,748 127,502 158,658 101

熊谷オフィス 
(埼玉県熊谷市)

全社 事務所 － － 87 3,049 3,136 7

札幌オフィス 
(北海道札幌市北区)

全社 事務所 － － － 2,063 2,063 －

高崎オフィス 
(群馬県高崎市)

全社 事務所 354 － 180 3,435 3,970 3

甲府オフィス 
(山梨県甲府市)

全社 事務所 － － 169 2,531 2,700 3

大阪オフィス 
(大阪市中央区)

全社 事務所 3,136 － 952 4,465 8,554 17

鹿児島オフィス 
(鹿児島県鹿児島市)

全社 事務所 833 － 982 2,031 3,847 9

大津オフィス 
(滋賀県大津市)

全社 事務所 － － 751 445 1,197 2

広島オフィス 
（広島市中区）

全社 事務所 925 － 1,372 3,158 5,456 7

金沢オフィス 
(石川県金沢市)

全社 事務所 267 － 737 1,311 2,316 5

横浜オフィス 
(横浜市神奈川区)

全社 事務所 547 － 1,958 3,018 5,524 18

合計 16,322 1,150 26,940 153,012 197,425 172

会社名
事業所名

事業の種
類別セグ
メントの
名称

設備の内
容

帳簿価額（千円）
従業員
数

（所在地）
建物及び
構築物

車両運搬
具

工具器具
備品

その他 合計 （名）

日本臨床薬理研
究所㈱

本社 
（東京都八王子

市）
SMO事業 事務所 35,328 － 20,678 73,019 129,026 42

㈱ＳＯＧＯメデ
ィプラス

本社 
（東京都新宿区）

SMO事業 事務所 575 － － 3,797 4,373 11

㈱ＳＯＧＯメデ
ィプラス

札幌ブランチ 
（北海道札幌市北

区）
SMO事業 事務所 368 － 144 174 686 4

㈱ベルテール
本社 

（福岡県福岡市博
多区）

SMO事業 事務所 10,264 246 12,319 9,517 32,348 51



  



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

 (1) 重要な設備の新設等 

 
  

 (2) 重要な設備の除却等 

   平成18年11月以降に金沢オフィスの閉鎖を予定しております。 
 なお、この閉鎖に伴い、保有設備（建物）の除却による損失として267千円、賃借契約解除に係 
 る損失として1,629千円を見込んでおります。 

  

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の
種類別
セグメ
ントの
名称

設備の 
内容

投資予定額
(千円)

資金調達方法 着手年月
完了予定 
年月

完成後の
増加能力

総額 既支払額

提出会
社

東東京サテライ
トオフィス 
（東京都  ）

ＳＭＯ
事業

事務所新設 4,500 1,433 自己資金
平成18年
月

平成18年 
10月

－



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

 (1) 【株式の総数等】 

  ① 【株式の総数】 

  

 
  

  ② 【発行済株式】 

  

 
(注) １ 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

   ２ 提出日現在の発行数には、平成18年10月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は、含まれておりません。 

  

 (2) 【新株予約権等の状況】 

  ① 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づき発行した新株

予約権は次のとおりであります。 

（平成17年10月27日定時株主総会特別決議） 

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 400,000

計 400,000

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年７月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年10月27日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 107,740 107,740
東京証券取引所
（マザーズ）

(注)１

計 107,740 107,740 ― ―

事業年度末現在
(平成18年７月31日)

提出日の前月末現在 
(平成18年９月30日)

新株予約権の数 951個 946個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 951株 946株

新株予約権の行使時の払込金額 282,293円（注１） 同左

新株予約権の行使期間
平成18年11月１日から
平成23年10月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格  282,293円
資本組入額 141,147円

同左

新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はで

きない
同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、
当社取締役会の承認を要しま
す。

同左

代用払込みに関する事項 － －



(注) １ 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株

当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。 

行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の株式会社東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値(終値のない日を除く。)に1.05を乗

じた金額(１円未満の端数は切り上げ)、又は発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の

終値)のいずれか高い金額とする。 

なお、発行日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する

場合（新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げる。 

  

  

 
  

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるもの

とする。 

また、発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整

するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
さらに、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするや

むを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価

額を調整するものとする 

  

 

  調整後行使価額＝

 

調 整 前 

行使価額

 

×

既発行株式数＋
    新規発行株式数×１株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数

  調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率



 (3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成14年５月31日 

(注)１
9,800 10,000 ― 10,000 ― ―

平成14年11月29日 

(注)２
128 10,128 19,200 29,200 ― ―

平成15年７月26日 

(注)３
61 10,189 9,150 38,350 ― ―

平成15年12月15日 

(注)４
20,378 30,567 ― 38,350 ― ―

平成16年４月８日 

(注)５
3,000 33,567 561,000 599,350 889,800 889,800

平成16年９月21日 

(注)６
67,134 100,701 ― 599,350 ― 889,800

平成17年８月１日から 

平成18年７月31日まで 

(注)７・８

7,039 107,740 765,167 1,364,517 750,317 1,640,117

 

(注) １ 株式分割(１：50)

平成14年４月25日開催の取締役会決議に基づき、平成14年５月31日付で１株を50株とする株式分割を行っ

ております。

２ 有償・第三者割当

発行価格 150,000円

資本組入額 150,000円

割当先は、綜合臨床薬理研究所社員持株会、当社役員６名他２名であります。

３ 有償・第三者割当

発行価格 150,000円

資本組入額 150,000円

割当先は、綜合臨床薬理研究所社員持株会、社外協力者11名であります。

４ 株式分割(１：３)

平成15年11月27日開催の取締役会決議に基づき、平成15年12月15日付で１株を３株とする株式分割を行っ

ております。

５ 有償一般募集(ブックビルディング方式)

発行価格 520,000円

引受価額 483,600円

発行価額 374,000円

資本組入額 187,000円

６ 株式分割(１：３)

平成16年５月13日開催の取締役会決議に基づき、平成16年９月21日付で１株を３株とする株式分割を行っ

ております。

   ７ 平成17年８月１日から平成17年９月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が891株、
資本金が14,850千円増加しております。

８ 平成18年１月16日までに新株予約権の行使により、発行済株式総数が6,148株、資本金が750,317千円、資

本準備金が750,317千円増加しております。



 (4) 【所有者別状況】 

(平成18年７月31日現在) 

 
（注）上記「その他の法人」の欄には、証券取引保管振替機構名義の株式が２株、株主数１名含まれており

ます。 

  

 (5) 【大株主の状況】 

(平成18年７月31日現在) 

 
  

区分

株式の状況

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び 
地方公共 
団体

金融機関 証券会社
その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数 
(人)

0 6 22 68 12 4 7,735 7,847 ―

所有株式数 
(株)

0 1,085 480 11,795 4,593 9 89,778 107,740 ―

所有株式数 
の割合(％)

0.00 1.01 0.45 10.94 4.26 0.01 83.33 100.00 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

西野 晴夫 東京都八王子市 21,850 20.28

佐々木 幸弘 東京都世田谷区 21,850 20.28

有限会社 ジュピターインベス
トメント

東京都渋谷区渋谷２丁目15番１号 渋谷クロ
スタワー

11,000 10.20

庄司 孝 東京都八王子市 7,140 6.62

佐々木 梨乃 東京都世田谷区 3,000 2.78

ビーエスビーパリバセキュリテ
ィーズサービスロンドン/ジャ
スデック/ユーケーレジィデン
ツ 
（常任代理人 香港上海銀行 
東京支店）

10 HAREWOOD AVENUE NW1 6AA LONDON 2,308 2.14

西野 有紀 東京都八王子市 1,275 1.18

西野 ひとみ 東京都八王子市 1,275 1.18

ノーザントラストカンパニー 
エイブイエフシー リ ノーザ
ントラスト ガンジーアイリッ
シュ クライアンツ 
（常任代理人 香港上海銀行 
東京支店）

50 BANK STREET CANDY WHARF LONDON E14 5NT,UK 1,200 1.11

佐々木 由美子 東京都世田谷区 900 0.83

西野 美登里 東京都八王子市 900 0.83

計 ― 72,698 67.47



 (6) 【議決権の状況】 

  ① 【発行済株式】 

(平成18年７月31日現在) 

 
(注) １ 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

    ２ 上記「完全議決権株式（その他）の欄には、証券保管振替機構名義の株式が２株、議決権が２個含まれて 

    おります。 

  

  

  ② 【自己株式等】 
(平成18年７月31日現在) 

 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 107,740 107,740 (注)１、２

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 107,740 ― ―

総株主の議決権 ― 107,740 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―



 (7) 【ストックオプション制度の内容】 

   当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。 

  

  ① 当該制度は、当社及び子会社の取締役、監査役及び従業員並びに社外協力者の当社グループの業績

向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年

改正旧商法第280条ノ21の規定に基づき、平成17年10月27日の第16回定時株主総会において特別決議

されたものであります。 

 当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 
  

  

決議年月日 平成17年10月27日

付与対象者の区分及び人数（人）

当社取締役         ６
当社監査役         ３ 
当社従業員         22 
当社子会社取締役及び従業員 １ 
社外協力者         13

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項  ―



２ 【自己株式の取得等の状況】 

   【株式の種類等】 会社法第156条による普通株式の取得 
  
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

   該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

 
  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

 取締役会（平成18年９月15日）での決議状況 
 （取得期間平成18年９月19日～平成18年９月28日） 1,200 150,000

 当事業年度前における取得自己株式 － －

 当事業年度における取得自己株式 － －

 残存授権株式の総数及び価額の総額 － －

 当事業年度の末日現在の未行使割合（％） － －

 当期間における取得自己株式 1,200 146,767

 提出日現在の未行使割合（％） － 2.6

区分
当事業年度 当期間

株式数（株） 処分価額の総額
（千円） 株式数（株） 処分価額の総額

（千円）

 引き受ける者の募集を行った 
 取得自己株式 － － － －

 消去の処分を行った取得自己株式 － － － －

 合併、株式交換、会社分割に係る
 移転を行った取得自己株式 － － － －

 その他 － － － －

 保有自己株式数 － － 1,200 －



３ 【配当政策】 

当社は、株主に対する利益の還元を経営上の最重要課題の一つとして位置付けており、将来の企業価

値向上に向けた事業投資に伴う中長期的な資金需要や、財政状況の見通しなどを総合的に勘案し、業績

に見合った利益配当を行うことを基本方針としております。 

 内部留保金につきましては、当社の経営体質の強化および今後の事業領域の拡大など、新たな成長に

繋がる投資に充当してまいります。 

 なお、平成18年７月期決算の配当金につきましては、国民の医療に貢献するという企業理念にご賛同

いただいている株主の皆様への還元策の一環として、配当性向は高くなりますが、平成17年７月期決算

短信において公表いたしましたとおり、１株につき1,000円の普通配当を実施いたしました。  

  

４ 【株価の推移】 

 (1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

 
(注) １ 最高・最低株価は、東京証券取引所（マザーズ）における株価を記載しております。 

２ 当社株式は、平成16年４月８日から東京証券取引所（マザーズ）に上場されております。それ以前の株価につ

いては該当事項はありません。 

３ ※印は株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。 

  

 (2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所（マザーズ）における株価を記載しております。 

  

回次 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期

決算年月 平成14年７月 平成15年７月 平成16年７月 平成17年７月 平成18年７月

最高(円) ― ―
2,790,000
※788,000

650,000 343,000

最低(円) ― ―
1,650,000
※622,000

247,000 112,000

月別 平成18年２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

最高(円) 270,000 225,000 249,000 198,000 160,000 200,000

最低(円) 138,000 182,000 186,000 144,000 112,000 131,000



５ 【役員の状況】 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株)

取締役会長 ―
にし  の  はる  お

西 野 晴 夫 昭和25年４月７日生

昭和52年５月 医師免許取得

21,857

昭和52年５月 東京慈恵会医科大学附属病院内科

研修

昭和54年４月 東京慈恵会医科大学第三病院内科

勤務

昭和61年11月 医学博士号取得

昭和62年９月 医療法人恵仁会松島クリニック院

長(現任)

平成元年12月 当社代表取締役

平成３年10月 株式会社西野コーポレーション代

表取締役社長(現任)

平成５年10月 東京慈恵会医科大学第三病院内科

講師

平成13年８月 当社取締役会長(現任)

取締役副会長 ―
さ さ き  ゆき  ひろ

佐々木 幸 弘 昭和26年８月13日生

昭和52年５月 医師免許取得

21,857

昭和52年５月 東京慈恵会医科大学附属病院内科

研修

昭和54年４月 東京慈恵会医科大学第三病院内科

勤務

昭和55年７月 東京慈恵会医科大学大学院研究科

昭和56年２月 鉄鋼ビル診療所院長(現任)

昭和59年12月 医学博士号取得

平成元年12月 当社代表取締役

平成13年８月 当社取締役副会長(現任)

代表取締役 
社長

―
しょう じ     たかし

庄 司   孝 昭和30年１月５日生

昭和52年６月 日本特殊技術株式会社入社

7,147

昭和54年４月 株式会社相互生物医学研究所(現 

株式会社ビー・エム・エル)入社

昭和62年１月 株式会社東京バイオリサーチイン

スティテュート入社

平成元年12月 当社入社

平成７年２月 当社退社

平成７年３月 医療法人社団晴幸会入職

平成８年９月 医療法人社団晴幸会常務理事

平成12年９月 医療法人社団晴幸会常務理事退任

平成12年10月 当社取締役

平成12年11月 当社代表取締役

平成13年８月 当社代表取締役社長

平成16年５月 当社代表取締役社長 

営業本部長

平成17年２月 当社代表取締役社長 

事業本部長

平成17年８月  株式会社日本臨床薬理研究所代表 

 取締役社長(現任)

平成17年12月 当社代表取締役社長（現任）

専務取締役 事業本部長
かわ くぼ  てる  み

川 窪 晃 己 昭和40年７月７日生

昭和59年４月 株式会社静岡日野自動車入社

300 

昭和59年12月 株式会社保健科学研究所入社

平成12年７月 有限会社サイトネットメディカル

代表取締役社長

平成12年10月 当社入社 治験管理部長

平成13年７月 当社取締役治験管理本部長

平成14年10月 当社専務取締役治験本部長

平成14年11月 当社専務取締役治験本部担当

平成16年１月 当社専務取締役治験本部長

平成16年５月 当社専務取締役事業本部長

平成17年２月  当社専務取締役営業本部長

平成17年12月  当社専務取締役東日本事業本部長

平成18年８月  当社専務取締役事業本部長 

 （現任）



 
(注) 監査役石田勝久及び監査役中山かつおの両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株)

常務取締役
営業本部長兼Ｉ
Ｒ室長

かわ  いで かつ  ろう

川 出 勝 朗 昭和25年10月30日生

昭和48年４月 日興證券株式会社(現 日興コー
ディアル証券株式会社)入社

82

平成15年７月 当社入社 ＩＲ室長

平成15年８月 当社取締役ＩＲ室長

平成17年２月 当社取締役営業本部副本部長兼Ｉ
Ｒ室長

平成17年９月  当社常務取締役営業本部副本部長 
 兼ＩＲ室長

平成17年12月 当社常務取締役営業本部長兼ＩＲ
室長（現任）

取締役
管理本部長兼 
関連事業部長

くら  た  ただ  まさ

倉 田 忠 正 昭和25年５月11日生

昭和51年４月 アラビア石油株式会社入社

45

平成15年４月 当社入社 経理部長

平成15年８月  当社取締役管理本部長兼経理部長

平成18年９月 当社取締役管理本部長兼関連事業
部長（現任）

取締役
経営企画室長兼
経理部長

きり はた  ひろ  し

桐 畑 博 史 昭和34年７月14日生

昭和60年４月 新日本証券株式会社（現新光証券
株式会社）入社

6

昭和63年２月  大山公認会計士事務所入所

平成２年11月  野崎会計事務所入所

平成９年５月  株式会社ポイント入社

平成11年６月  株式会社マルチメディアコンビニ 
 エンス入社

平成14年６月  サイトサポート・インスティテュ 
 ート株式会社入社 経理部長

平成16年３月  株式会社エスメディサ入社 
 財務企画室長

平成18年４月  当社入社 経営企画室長

平成18年５月  株式会社SOGOメディプラス取締役 
 （現任）

平成18年９月  当社経営企画室長兼経理部長

平成18年10月  当社取締役経営企画室長兼経理 
 部長（現任）

常勤監査役 
 

―
すぎ もと  すみ  こ

杉 本 澄 子 昭和25年９月４日生

昭和46年６月 常盤紙業株式会社(現 常磐興産
株式会社)入社

62

平成２年３月  株式会社明生スタッフサービス入 
 社

平成４年９月  当社入社

平成13年８月  当社内部監査室長

平成14年５月  当社常勤監査役(現任)

監査役 ―
いし  だ  かつ ひさ

石 田 勝 久 昭和25年８月21日生

昭和49年４月 奥多摩工業株式会社入社

12

昭和51年９月  宗教法人本源院代表役員(現任)

平成３年12月  奥多摩町町議会議員

平成11年９月  社会福祉法人グリーンウッド理事 
 長

平成13年８月  当社監査役(現任)

監査役 ―
なか  やま

中 山 かつお 昭和40年５月９日生

昭和62年８月 学校法人大原学園大原簿記学校入
社

13

平成３年10月 太田昭和監査法人(現 新日本監
査法人)入所

平成４年３月 公認会計士登録

平成12年10月 株式会社モスインスティテュート
監査役

平成13年10月 株式会社モスインスティテュート
取締役

平成15年６月 株式会社アイティフォー監査役
(現任)

平成15年11月  当社常勤監査役

平成18年10月 当社監査役（現任）

監査役 ―
おき  くら    つよし

沖 倉   強 昭和25年５月23日生

昭和50年２月 扶桑監査法人(現 みすず監査法
人)入所

12

昭和53年10月  公認会計士登録

昭和55年９月  沖倉公認会計士事務所所長(現任)

平成元年12月  当社顧問

平成14年６月  当社取締役

平成18年10月  当社監査役（現任）

計 51,393



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

  

 (1) コーポレート・ガバナンスの基本的考え方 

   当社では、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバ

ナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な施策

と位置付けております。 

  

 (2) 会社の機関の内容および内部統制システムの整備状況 

  ① 会社の機関の基本説明 

   ａ 取締役会の開催状況 

     当社は、意思決定のスピード化と経営施策遂行における透明性確保の観点から、取締役及び監査

役の出席によって、月１回以上取締役会を開催し、経営施策の報告、検証を定期的に行っておりま

す。 

   ｂ 監査役制度の採用 

当社は、監査役制度を採用しており、株主総会のもとに法定機関である監査役会を設置し、監査

役会を定期的に開催しております。また、監査役は取締役会に出席し、適宜意見を述べると共に経

営執行状況の定時的確な把握と監視に努めております。 

また、社外監査役の機能発揮をいう面も含めて、会社法が求める監査役の役割は充分に果たしてい

るものと考えております。 

なお、監査役は４名のうち３名が社外監査役であります。 

   ｃ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

の概要 

     現在、社外取締役は選任しておりません。また、当社と社外監査役との間には、人的関係、資本

的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 

  

  ② 会社の機関・内部統制の関係を示す図表 
  

 

  

  



  ③ 内部監査制度 

    代表取締役の直轄の下、全部署を対象として業務の適正な運営を図るとともに、財産を保全し、不

正過誤の防止を図ることを目的として専任者１名により内部監査を実施しております。 

  

  ④ 会計監査の内容 

    当社は、当連結会計年度において、会社法に基づく会計監査人及び証券取引法に基づく会計監査人

に新日本監査法人を選任し、会計監査を受けております。なお、同監査人の任期満了に伴い、平成18

年10月26日の第17回定時株主総会において仰星監査法人を選任しております。 

     

  ⑤ 内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携について 

    当社の内部監査、監査役監査および会計監査人の間では、情報の共有ならびに意見交換に努めてお

り、三者それぞれの独立性を保持しつつ、監査の有効性・効率性を確保しております。 

内部監査室は内部監査計画立案時において常勤監査役との間で意見交換を行うとともに、内部監査

結果につきましても報告しております。常勤監査役は内部監査室の監査実施状況を聴取し、その指摘

事項のフォロー・検証を行うことなどにより、監査役監査を一層効果的かつ効率的なものとするよう

努めております。また、監査役会は、会計監査人の監査計画についての説明を受け、内部統制システ

ムの評価などを中心に監査課題の共有化を図るほか、期中・期末に行われる監査結果の講評を受け、

以後の監査活動の参考にしております。 

    

  ⑥ 会社情報の適時開示体制 

   ａ 決算情報に関する適時開示に係る社内体制 

     決算短信（中間・四半期含む）など、決算に関する開示事項につきましては、取締役管理本部長

を開示資料作成責任者としてその指揮の下、経理部を中心として原案を作成いたします。 

     作成された原案は情報開示担当以外の取締役、監査役に提出されて内容確認を受けるほか、業績

予想の修正などの開示の要否が検討されます。また、同じ時期に監査法人の会計監査および指導を

受けて開示資料として取りまとめられます。 

     その後速やかに取締役会が招集され、営業報告及び決算数値の承認を受け、取締役管理本部長

（情報開示担当）への開示の指示を経て情報開示（公表措置）を行います。 

     なお、業績予想の修正など事実を迅速に開示する必要がある場合には、臨時取締役会を招集し、

付議・承認を経て情報開示（公表措置）を行います。 

     この体制図を示すと以下の通りであります。 
  



  
 

  

  ｂ その他の重要情報に関する適時開示に係る社内体制 

    決算情報以外の重要事実が取締役会で決定された場合（決定事実に関する情報）には、速やかに取

締役管理本部長（情報開示担当）への開示の指示を経て情報開示（公表措置）を行います。 

    また、災害に起因する損害の発生や主要株主の異動など、開示すべき事実が発生した場合（発生事

実に関する情報）には、当該情報を取締役管理本部長に集約し、総務部長などが事実確認にあたった

上で臨時取締役会が招集され、各担当取締役から取締役会への重要事実の報告がなされます。その

後、速やかに取締役管理本部長（情報開示担当）への開示の指示を経て情報開示（公表措置）を行い

ます。 

    なお、決定事実および発生事実の情報開示にあたっては、必要に応じて東京証券取引所・関東財務

局に事前相談を行うほか、弁護士・監査法人などのアドバイスを受けることとしております。 

    この体制図を示すと以下の通りであります。 
  



  

 

  

 (3) リスク管理体制の整備の状況 

  ① 業務遂行上のリスクの管理 

    受注・売上・外注・総務・経理などの主要業務につき、担当部門を分けることで内部牽制が働くよ

うにしております。その上で、社長直轄の内部監査室が各部門の業務活動が社内諸規程に準拠して運

営されているかを監査する体制としております。各担当部門はそれぞれ自主的かつ主体的にリスクに

対応し、重要な事項については取締役会等へ報告され対応を協議しています。 

    また、社内での事故および事件に類するリスクの未然防止施策案ならびに発生時の対応等について

検討・調整・決定する機関として、代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置

し、未然防止活動を実施するほか、事故発生時の緊急対応に備えております。 

  

  ② 情報漏洩リスクの管理 

    当社の業務遂行上、お客様の了解を得た上で、個人情報を含む重要情報に接する機会があります。

このため、社内にセキュデンス委員会を設け、情報管理規程・細則を制定するとともに、役員、従業

員全員向けに社内規程の勉強会を実施し周知徹底を図るなど情報漏洩対策の諸施策を既に実施してお

ります。各部門長は情報管理責任者となり担当部門内のセキュリティ管理の責任を負うとともに、各

部署に情報管理担当者を配置して管理する体制となっております。 
  



    また、インサイダー取引規制への対応といたしましては、「内部者取引管理規程」を制定し、取引

先重要情報や自社株式の売買の管理を行うほか、社内研修等で啓蒙しております。 

  

 (4) 役員報酬の内容 

    取締役及び監査役に支払った報酬の額等は以下のとおりです。 

   取締役に支払った報酬 115,432千円 

   監査役に支払った報酬  17,500千円 

   利益処分による役員賞与 

    取締役賞与   43,200千円 

    監査役賞与    1,800千円 

  

 (5) 監査法人に支払った報酬の額等 

   公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 20,000千円 

   上記以外の業務に基づく報酬はありません 

  

 (6) 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数 

 
 （注）継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。 

    同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのない 

    よう措置をとっております。 

   なお、監査業務に係る補助者は、公認会計士３名及び会計士補６名で構成しております。 

  

公認会計士の氏名等 所属する監査法人名

業務執行社員
小野隆良

新日本監査法人
矢定俊博



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省

令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 ただし、当連結会計年度(平成17年８月１日から平成18年７月31日まで)は、「財務諸表等の監査証明

に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(平成18年４月26日 内閣府令第56号)附則第２項によ

り、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前事業年度(平成16年８月１日から平成17年７月31日まで)については、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第５号)附則

第２項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

 また、前事業年度(平成16年８月１日から平成17年７月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度(平成17年８月１日から平成18年７月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

 ただし、当事業年度(平成17年８月１日から平成18年７月31日まで)は、「財務諸表等の監査証明に関

する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(平成18年４月26日 内閣府令第56号)附則第２項により、

改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

(3) 当連結会計年度(平成17年８月１日から平成18年７月31日まで)は、初めて連結財務諸表を作成してい

るため、以下に掲げる連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書については

前連結会計年度との対比は行っておりません。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、当連結会計年度(平成17年８月１日から平成18年７月

31日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(平成16年８月１日から平成17年７月31日まで)及び当事業年

度(平成17年８月１日から平成18年７月31日まで)の財務諸表について、新日本監査法人による監査を受け

ております。 

  

  



１ 【連結財務諸表等】 

 (1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

 
  

当連結会計年度
(平成18年７月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比 
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 2,525,464

２ 売掛金 939,828

３ たな卸資産 354,318

４ 繰延税金資産 84,053

５ その他 194,442

６ 貸倒引当金 △10,929

   流動資産合計 4,087,177 70.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

（1）建物 90,997

減価償却累計額 △28,138 62,859

（2）その他 179,286

   減価償却累計額 △117,806 61,479

   有形固定資産合計 124,339 2.1

 ２ 無形固定資産

（1）連結調整勘定 1,000,164

（2）その他 131,465

   無形固定資産合計 1,131,630 19.6

 ３ 投資その他の資産

（1）投資有価証券 ※１ 299,727

（2）繰延税金資産 24,319

（3）その他 120,550

（4）貸倒引当金 △6,000

   投資その他の資産合計 438,596 7.6

   固定資産合計 1,694,566 29.3

   資産合計 5,781,743 100.0



 
  

当連結会計年度
(平成18年７月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比 
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 買掛金 12,230

２ 未払法人税等 98,369

３ 前受金 782,292

４ 賞与引当金 49,295

５ 受注損失引当金 37,077

６ その他 354,785

   流動負債合計 1,334,052 23.1

Ⅱ 固定負債

１ 長期借入金 476,000

２ 退職給付引当金 7,731

   固定負債合計 483,731 8.3

   負債合計 1,817,783 31.4

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,364,517

 ２ 資本剰余金 1,640,117

 ３ 利益剰余金 870,263

   株主資本合計 3,874,899 67.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価
   差額金

△4,516

   評価・換算差額等合計 △4,516 △0.0

Ⅲ 少数株主持分 93,577 1.6

   純資産合計 3,963,960 68.6

   負債・純資産合計 5,781,743 100.0



② 【連結損益計算書】 

  
当連結会計年度

(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比 
(％)

Ⅰ 売上高 2,958,865 100.0

Ⅱ 売上原価 1,808,443 61.1

   売上総利益 1,150,421 38.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※ 872,230 29.5

営業利益 278,191 9.4

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 663

２ 受取配当金 20,067

３ 投資有価証券売却益 13,652

４ コンサルティング報酬 30,000

５ 雑収入 6,716 71,100 2.4

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 2,381

２ 持分法による投資損失 1,395

３ 投資有価証券売却損 1,109

４ 新株発行費 16,483

５ 新株予約権発行費 12,129

６ リース解約損 5,617

７ コミットメント・フィー 4,761

８ 雑損失 3,202 47,079 1.6

経常利益 302,212 10.2

Ⅵ 特別損失

１ 投資有価証券評価損 29,200 29,200 1.0

  税金等調整前当期純利益 273,012 9.2
  法人税、住民税及び
  事業税 172,488

  法人税等調整額 △18,807 153,681 5.2

  少数株主損失（△） △43,210 △1.5

  当期純利益 162,540 5.5



③ 【連結株主資本等変動計算書】 

当連結会計年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本 評価・換算差額等

少数株主持分

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証券 

評価差額金

平成17年７月31日残高(千円) 599,350 889,800 853,423 2,342,573 5,105 －

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 765,167 750,317 1,515,485

 剰余金の配当 △100,701 △100,701

 役員賞与の支給 △45,000 △45,000

 当期純利益 162,540 162,540

 株主資本以外の項目の連結会計  

 年度中の変動額（純額）
△9,621 93,577

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

765,167 750,317 16,839 1,532,325 △9,621 93,577

平成18年７月31日残高(千円) 1,364,517 1,640,117 870,263 3,874,899 △4,516 93,577



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

当連結会計年度
(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 273,012

減価償却費 67,120

連結調整勘定償却額 29,547

引当金の減少額 △55,306

受取利息及び受取配当金 △20,730

支払利息 2,381

持分法による投資損失 1,395

投資有価証券売却益 △13,652

投資有価証券売却損 1,109

新株発行費 16,483

新株予約権発行費 12,129

投資有価証券評価損 29,200

売上債権の増加額 △28,327

たな卸資産の減少額 42,161

仕入債務の増加額 489

未払消費税等の増加額 80,220

前受金の増加額 33,500

役員賞与の支払額 △45,000

その他 90,761

    小計 516,494

利息及び配当金の受取額 20,717

利息の支払額 △2,381

法人税等の支払額 △194,690

   営業活動によるキャッシュ・フロー 340,140

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出 △12,273

定期預金の払戻しによる収入 12,270

有形固定資産の取得による支出 △46,305

無形固定資産の取得による支出 △55,880

投資有価証券の取得による支出 △414,254

投資有価証券の売却による収入 381,427

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取
得による支出

※２ △377,163

貸付けによる支出 △50,000

貸付金の回収による収入 50,000

その他 △6,681

   投資活動によるキャッシュ・フロー △518,860

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △21,486

株式の発行による収入 1,497,502

少数株主からの払込みによる収入 12,000

新株予約権の発行による支出 △10,629

配当金の支払額 △99,700

   財務活動によるキャッシュ・フロー 1,377,686

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 1,198,966

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,314,225

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,513,191



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
当連結会計年度

(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数  

 ３社  

連結子会社の名称  

 株式会社日本臨床薬理研究所  

 株式会社ＳＯＧＯメディプラス  

 株式会社ベルテール 

２ 持分法の適用に関する事項 持分法を適用した関連会社の数  

 １社  

持分法を適用した関連会社の名称  

 株式会社東京健康管理センター 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事

項

 全ての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と 

一致しております。

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

① 有価証券  

満期保有目的の債券  

 定額法による償却原価法を採用しております。  

その他有価証券  

 時価のあるもの  

  連結決算日の市場価格等に基づく時価法（ 

 評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 

 却原価は移動平均法により算定）を採用して 

 おります。  

 時価のないもの  

  移動平均法による原価法を採用しておりま 

 す。 

 ② たな卸資産  

 仕掛品  

  個別法による原価法を採用しております。  

 貯蔵品  

  最終仕入原価法による原価法を採用してお 

 ります。 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

① 有形固定資産  

    定率法を採用しております。  

   ただし取得価額10万円以上20万円未満の少額減価 

  償却資産については、一括償却資産として３年間 

  で均等に償却する方法を採用しております。  

   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。  

     建物 ３～18年  

     工具器具備品 ４～20年   

② 無形固定資産  

   定額法を採用しております。  

   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内 

  における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採 

  用しております。 



 
  

項目
当連結会計年度

(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

 (3) 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金  

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金  

 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の

うち当連結会計年度の負担額を計上しております。 

③ 受注損失引当金  

 受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結

会計年度末における受注契約に係る損失見込額を計

上しております。 

④ 退職給付引当金  

 一部の連結子会社では、従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末における退職給付債務の

見込額に基づき計上しております。なお、退職給付

債務の見込額は、簡便法(退職給付に係る期末自己都

合要支給額を退職給付債務とする方法)により計算し

ております。 

 (4) 重要なリース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると認められ 

るもの以外のファイナンス・リース取引については、 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ 

っております。



次へ 

項目
当連結会計年度

(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

 (5) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

① 重要な繰延資産の処理方法 

新株発行費 

 支出時に全額費用として処理しております。 

新株予約権発行費 

 支出時に全額費用として処理しております。 

② 収益及び費用の計上基準 

売上高計上基準 

 ＳＭＯ事業収入については、原則として進行基準を

適用しております。ただし、連結子会社においては、

完成基準を適用しております。その他の事業収入につ

いては、完成基準を適用しております。 

③ 消費税等の会計処理  

 消費税及び地方消費税の会計処理については、税抜

方式によっております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に

関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評

価法によっております。

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 連結調整勘定は20年で均等償却しております。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

 手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満

期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短

期的な投資であります。



次へ 

注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

 
  

当連結会計年度
(平成18年７月31日)

※１   関連会社に対するものは、次のとおりであります。
    投資有価証券（株式） 3,604千円 
 
 ２  運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行１行と当座貸越契約を締結しており 
   ます。当該契約に基づく当連結会計年度末の借入金未実行残高は次のとおりでありま 
   す。 
    当座貸越限度額    150,000千円 
    借入実行残高        －千円 
    差引額        150,000千円 
      



(連結損益計算書関係) 

  

 
  

当連結会計年度
(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

 

※ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額

   役員報酬        138,190千円

   給料・賞与       326,544千円

   賞与引当金繰入額     11,857千円

   退職給付費用       7,314千円

   貸倒引当金繰入額      195千円



前へ   次へ 

(連結株主資本等変動計算書関係) 

 当連結会計年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日）  
  

 １ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

                                  （単位：株） 

 
  
  （変動事由の概要）  
   増加数の内訳は、次のとおりであります。  
    第１回新株予約権の行使による増加  891株  
    第２回新株予約権の行使による増加 6,148株  

  

 ２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

 ３ 新株予約権等に関する事項 

  

 
  （変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  新株予約権の発行 20,502株 

 （注）増加数につきましては、新株予約権300個を行使したことにより発行した株式の数 
     6,148株（平均行使価格243,841円）と、未行使の新株予約権700個を平均行使価格 
     243,841円で行使したと仮定した場合の株式発行数14,354株の合計数にしております。 
  

 減少数の内訳は、次のとおりであります。 

  新株予約権の行使による減少    6,148株 
  新株予約権の買入消却による減少 14,354株 

  

 ４ 配当に関する事項 

   （1）配当金の支払 

 
  

  （2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と 
      なるもの 

     平成18年10月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 

種類 前事業年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式      100,701     7,039      ―     107,740

区分 内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）前事業

年度末
増加 減少

当連結会計年
度末

 提出会社
第２回新株
予約権

 普通株式     ― 20,502 20,502    ―     ―

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成17年10月27日
定時株主総会

普通株式    100,701     1,000
平成17年７月
31日

平成17年10月
28日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年10月
26日定時株主
総会

普通株式 利益剰余金    107,740   1,000
平成18年７月
31日

平成18年10月
27日



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  
当連結会計年度

(自 平成17年８月１日 
  至 平成18年７月31日)

 ※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額と 
    の関係

   現金及び預金勘定                  2,525,464千円 

   預入期間が３ヶ月を超える定期預金           △12,273千円

   現金及び現金同等物                 2,513,191千円

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
 
   株式の取得により連結することとなった主な子会社の連結開始時の資産及び負債 
  の内訳並びに株式取得価額と取得のための支出（純額）との関係は、次のとおりで 
  あります。 
   
   会社名 株式会社ベルテール 

            （単位：千円） 

   流動資産        502,763 

   固定資産         5,033 

   連結調整勘定      868,240 

   流動負債       △522,720 

   固定負債        △2,617 

   株式の取得価額     850,700 

   現金及び現金同等物  △167,548 

   取得のための支出    683,151

   会社名 株式会社日本臨床薬理研究所
            （単位：千円） 
   流動資産        790,552 
   固定資産        152,680 
   連結調整勘定      156,839 
   流動負債       △222,015 
   固定負債       △476,000 
   少数株主持分     △120,156 
   株式の取得価額     281,900 
   現金及び現金同等物  △587,888 
   取得による収入    △305,988 
 
 
   



前へ   次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

当連結会計年度
(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額相当額
減価償却累計額
相当額

期末残高相当額

有形固定資産 
 「その他」

19,968千円 13,584千円 6,384千円

無形固定資産 
 「その他」

1,163千円 872千円 290千円

合計 21,131千円 14,456千円 6,674千円

 (注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が未経過リース料期末残高及び有形固定 

   資産等の期末残高に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しておりま 

   す。

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年内 3,199千円

１年超 3,578千円

合計 6,778千円

 (注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が未経過リース料期末 

   残高及び有形固定資産等の期末残高に占める割合が低いため、支払利子込み法によ 

   り算定しております。   

３ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 7,604千円

減価償却費相当額 7,604千円

４ 減価償却費相当額の算定方法
  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。



前へ   次へ 

(有価証券関係) 

当連結会計年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 

 １ その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

 ２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
  

 ３ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  (注) 当連結会計年度末において、その他有価証券で時価のない株式について29,200千円減損処理を行って 

 おります。 

  

   ４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 
  （注）外貨建の有価証券については、連結決算日の直物為替相場により円換算しております。 

  

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

 連結貸借対照表計上額が 
 取得原価を超えるもの

  株式 － － －

  債券 11,057 11,401 344

  その他

   投資信託 50,346 51,646 1,300

小計 61,403 63,048 1,644

 連結貸借対照表計上額が 
 取得原価を超えないもの

  株式 11,197 9,256 △ 1,940

  債券 － － －

  その他

   投資信託 100,338 93,017 △ 7,320

小計 111,535 102,274 △ 9,261

合計 172,939 165,322 △ 7,616

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

237,180 13,652 1,109

内容 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

 非上場株式 130,800

種類
１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

（千円） （千円） （千円） （千円）

債券

 外国債券 － － 11,466 －



(デリバティブ取引関係) 

当連結会計年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 

   当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありま 
  せん。 

  



(退職給付関係) 

  

 
  

当連結会計年度
(自 平成17年８月１日 
  至 平成18年７月31日）

 １ 採用している退職給付制度の概要

   一部の連結子会社は退職給付の制度として、退職一時金制度を採用しております。
  （追加情報） 
   当社は、当連結会計年度より退職金規程を改訂し、従来の退職一時金制度を廃止し、 
  前払退職金制度を導入いたしました。当該前払退職金制度は退職時の要支給額又は連 
  結会計年度末時点の自己都合要支給額から前連結会計年度末までの支給額を差し引いた 
  額を退職時又は期末に退職手当として支給する制度であります。なお、退職給付引当 
  金は従来より期末自己都合要支給額を計上しておりましたが、当該退職金制度の変更 
  に伴い、当連結会計年度における期末自己都合要支給額32,464千円を全額従業員に支 
  給しているため、当連結会計年度末における退職給付引当金残高はありません。 
 
 ２ 退職給付債務に関する事項

  （1）退職給付債務         7,731千円

  （2）退職給付引当金        7,731千円
 ３ 退職給付費用に関する事項
     退職給付費用         22,874千円

 ４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

   退職給付債務については、簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付 

  債務とする方法）により計算しております。



(ストック・オプション関係) 

当連結会計年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

１ ストック・オプションの内容 

   
（注）１ 付与後に実施された株式分割を考慮した上で、株式数に換算して記載しております。 

    ２ 対象者は権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。 

      ただし、任期満了による退任、会社都合による退職、その他当社取締役会の承認を得た 

      場合はこの限りではありません。  

    ３ 新株予約権発行時において当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員であった 

      者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員である 

      ことを要します。ただし、任期満了による退任、会社都合による退職、その他当社取 

      締役会の承認を得た場合はこの限りではありません。  
  
２ ストック・オプションの規模及びその変動状況  

   当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの 

  数については、株式数に換算して記載しております。  

 （1）ストック・オプションの数 

 
  
 （2）単価情報 

 会社名 提出会社 提出会社

 名称 第１回新株予約権 第３回新株予約権

 付与対象者の区分及び人数
 当社取締役 ３名
  当社監査役 １名 
  当社従業員 ７名

 当社取締役 ７名
  当社監査役 ３名 
  当社従業員 27名 
  当社完全子会社以外の子会社 
  の取締役  １名 
  社外協力者 13名

 ストック・オプションの数 
 （注）１

普通株式 
 900株

普通株式
 992株

 付与日 平成15年７月17日 平成17年12月22日

 権利確定条件 （注）２ （注）３

 対象勤務期間
対象勤務期間の定めはありませ
 ん。

対象勤務期間の定めはありませ 
 ん。

 権利行使期間
平成17年８月1日から平成22年
 ７月31日まで

平成18年11月1日から平成23年 
 10月31日まで

 会社名  提出会社 提出会社

 名称  第１回新株予約権 第３回新株予約権

 付与日  平成15年７月17日 平成17年12月22日

 権利確定前（株）  

  前事業年度末 891  ―

  付与 ―  992

  失効 ―  41

  権利確定 891  ―

  未確定残 ―  951

 権利確定後（株）  

  前連結会計年度末 ―  ―

  権利確定 891  ―

  権利行使 891  ―

  失効 ―  ―

  未行使残 ―  ―

 名称  第１回新株予約権 第３回新株予約権

 権利行使価格（円） 16,667  282,293

 権利行使時の平均株価（円） 277,604  ―



前へ 

(税効果会計関係) 

 

  

当連結会計年度
(平成18年７月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 繰延税金資産

 進行基準売上原価否認額 33,627千円

 未実現損益の消去に伴う修正 5,769千円

 貸倒引当金 6,922千円

 減価償却費損金算入限度超過額 4,320千円

 投資有価証券評価損 11,884千円

 その他有価証券評価差額金 3,100千円

 会員権等評価損 1,628千円

 未払社会保険料否認額 2,279千円

 未払事業税 10,097千円

 賞与引当金 20,118千円

 受注損失引当金 15,162千円

 退職給付引当金 3,193千円

 税務上の繰越欠損金 181,482千円

 その他   7,467千円

 繰延税金資産小計 307,053千円

 評価性引当額 △198,681千円

 繰延税金資産合計  108,372千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるとき 
  の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 法定実効税率                                40.7％

 （調整）

 交際費等永久に損金に算入されない項目                    0.7％

 住民税均等割                                4.9％

 ＩＴ投資税額控除                             △4.7％

 連結調整勘定償却額                            4.4％

 持分法による投資損失                            0.2％

 連結子会社の当期損失額                           15.0％

 連結子会社の期首における税効果未認識額                  △3.6％

 その他                                   △1.3％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率                    56.3％

 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当連結会計年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計及び資産の合計に占めるＳＭＯ事業の割合がいずれ

も90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  



【所在地別セグメント情報】 

当連結会計年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。

  



【海外売上高】 

当連結会計年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  



【関連当事者との取引】 

当連結会計年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

(１株当たり情報) 

  

 
  

 （注） １株当たりの当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の 
      基礎は以下のとおりであります。 
  

 
  

項目
当連結会計年度

(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

１株当たり純資産額 35,923円36銭

１株当たり当期純利益 1,554円78銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 1,542円39銭

項目
当連結会計年度

(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

 
１株当たり当期純利益 
 （1）当期純利益（千円） 
 （2）普通株主に帰属しない金額（千円） 
 （3）普通株式に係る当期純利益（千円） 
 （4）普通株式の期中平均株式数（株） 
 

 
162,540 

－ 
162,540 
104,543 

 
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 
 （1）当期純利益調整額（千円） 
 （2）普通株式増加額（株） 
   （うち新株予約権）（株） 
 

 
－ 
840 
(840)

 
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期
純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 
 

平成13年改正旧商法第280条ノ20
及び平成13年改正旧商法第280条
ノ21の規定に基づく新株予約権 
株主総会の決議年月日 
 平成17年10月27日 
新株予約権の数 
 951個（平成18年7月末現在） 
新株予約権の目的となる株式の
種類及び数 
 普通株式 951株（平成18年7 
 月末現在） 
新株予約権の詳細は「第４提出
会社の状況、１株式等の状況、
（２）新株予約権等の状況」に
記載のとおりであります。



  

(重要な後発事象) 

  

 
  

  

当連結会計年度
(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

１ 自己株式の取得

 当社は、平成18年９月15日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み

替えて適用される同法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式の取得を決議し、自己

株式の取得を実行致しました。

（１） 自己株式の取得に関する取締役会の決議内容 

  ① 取得の目的 

    機動的な資本政策を遂行するため 

  ② 取得する株式の種類及び総数 

    普通株式 1,200株（上限） 

  ③ 取得価額の総額 150,000千円（上限） 

  ④ 取得の方法 

    東京証券取引所の市場価格による取得 

（２） 自己株式の取得の内容 

    取得日：平成18年９月19日～平成18年９月28日 

    普通株式 1,200株 

    取得価額 146,767千円



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

 
（注）１ 当連結会計年度は、連結初年度であるため、前期末残高は記載しておりません。 
    ２ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における 
      返済予定額は以下のとおりであります。 
  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

区分 前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％） 返済期限

 短期借入金 － － － －

 １年以内に返済予定の長期借入金 － － － －

 長期借入金（１年以内に返済予定
 のものを除く） － 476,000 0.50 平成20年７月31日～ 

 平成30年６月29日

 その他の有利子負債 － － － －

合計 － 476,000 － －

区分 １年超２年以内 
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内 
（千円）

 長期借入金 3,966 47,592 47,592 47,592



２ 【財務諸表等】 

 (1) 【財務諸表】 

  ① 【貸借対照表】 
  

 

前事業年度
(平成17年７月31日)

当事業年度 
(平成18年７月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,226,495 1,721,770

 ２ 売掛金 865,042 852,633

 ３ 有価証券 99,999 ―

 ４ 仕掛品 1,380 65,720

 ５ 貯蔵品 357 75

 ６ 前渡金 79,462 90,486

 ７ 前払費用 21,126 25,392

 ８ 繰延税金資産 71,496 67,317

 ９ その他 42,328 62,464

 10 貸倒引当金 △11,280 △10,559

   流動資産合計 2,396,410 82.7 2,875,300 62.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 19,371 24,833

    減価償却累計額 △6,136 13,234 △8,510 16,322

  (2) 車両運搬具 14,316 14,316

    減価償却累計額 △12,823 1,492 △13,165 1,150

  (3) 工具、器具及び備品 79,530 85,289

    減価償却累計額 △46,060 33,469 △58,349 26,940

   有形固定資産合計 48,197 1.7 44,413 1.0

 ２ 無形固定資産

  (1) 商標権 719 639

  (2) ソフトウェア 7,164 92,069

  (3) ソフトウェア仮勘定 56,164 ―

  (4) その他 1,221 1,084

   無形固定資産合計 65,270 2.2 93,792 2.0

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 312,907 296,122

  (2) 関係会社株式 ― 1,185,600

  (3) 出資金 1,010 1,010

  (4) 長期前払費用 660 913

  (5) 繰延税金資産 11,465 21,903

  (6) 敷金・保証金 57,974 59,791

  (7) その他 9,000 9,000

  (8) 貸倒引当金 △6,000 △6,000

   投資その他の資産合計 387,018 13.4 1,568,340 34.2

   固定資産合計 500,486 17.3 1,706,546 37.2

   資産合計 2,896,896 100.0 4,581,847 100.0



 
  

前事業年度
(平成17年７月31日)

当事業年度 
(平成18年７月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 3,218 18,372

 ２ 未払金 41,882 54,966

 ３ 未払費用 59,147 100,516

 ４ 未払法人税等 108,500 35,241

 ５ 前受金 239,611 386,979

 ６ 預り金 31,108 35,636

 ７ 賞与引当金 42,354 36,288

 ８ 受注損失引当金 ― 6,144

 ９ その他 1,612 39,692

   流動負債合計 527,436 18.2 713,838 15.6

Ⅱ 固定負債

 １ 退職給付引当金 21,781 ―

   固定負債合計 21,781 0.8 ― ―

   負債合計 549,217 19.0 713,838 15.6

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※１ 599,350 20.7 ― ―

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 889,800 ―

   資本剰余金合計 889,800 30.7 ― ―

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 5,900 ―

 ２ 当期未処分利益 847,523 ―

   利益剰余金合計 853,423 29.4 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※３ 5,105 0.2 ― ―

   資本合計 2,347,679 81.0 ― ―

   負債・資本合計 2,896,896 100.0 ― ―



 
  

前事業年度
(平成17年７月31日)

当事業年度 
(平成18年７月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 1,364,517 29.8

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 1,640,117

    資本剰余金合計 ― ― 1,640,117 35.8

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 5,900

  (2) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 ― 861,990

    利益剰余金合計 ― ― 867,890 18.9

   株主資本合計 ― ― 3,872,525 84.5

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 
   差額金

― △4,516

   評価・換算差額等合計 ― ― △4,516 △0.1

   純資産合計 ― ― 3,868,009 84.4

   負債・純資産合計 ― ― 4,581,847 100.0



  ② 【損益計算書】 

  

 
  

  

前事業年度
(自 平成16年８月１日
至 平成17年７月31日)

当事業年度
(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 2,250,283 100.0 2,200,191 100.0

Ⅱ 売上原価 1,372,363 61.0 1,313,896 59.7

   売上総利益 877,920 39.0 886,295 40.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 578,563 25.7 628,671 28.6

   営業利益 299,357 13.3 257,623 11.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 164 264

 ２ 有価証券利息 44 486

 ３ 受取配当金 5,715 20,067

 ４ 投資有価証券売却益 38,207 13,652

 ５ 業務委託費返戻金 6,668 ―

 ６ コンサルティング報酬 ― 30,000

 ７ 雑収入 4,250 55,050 2.5 9,073 73,544 3.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 12 ―

 ２ 投資有価証券売却損 2,651 1,109

 ３ 新株発行費 ― 13,368

 ４ 新株予約権発行費 ― 12,129

 ５ 株式分割費用 4,420 ―

 ６ コミットメント・フィー ― 4,761

 ７ 雑損失 1,052 8,136 0.4 87 31,456 1.4

   経常利益 346,270 15.4 299,712 13.6

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 795 795 0.0 ― ― ―

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産廃棄損 ※２ 5,349 ―

 ２ 投資有価証券評価損 ― 5,349 0.2 29,200 29,200 1.3

   税引前当期純利益 341,716 15.2 270,512 12.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

177,000 110,000

   法人税等調整額 △26,445 150,555 6.7 345 110,345 5.0

   当期純利益 191,161 8.5 160,167 7.3

   前期繰越利益 676,502 ―

   中間配当額 20,140 ―

   当期未処分利益 847,523 ―



  売上原価明細書 

  

 
  

  (注) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年８月１日
至 平成17年７月31日)

当事業年度
(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

Ⅰ 労務費 795,125 57.9 683,424 49.6

Ⅱ 経費 ※２ 578,618 42.1 694,811 50.4

  当期総製造費用 1,373,744 100.0 1,378,236 100.0

  期首仕掛品たな卸高 － 1,380

      合計 1,373,744 1,379,616

  期末仕掛品たな卸高 1,380 65,720

  当期売上原価 1,372,363 1,313,896

前事業年度
(自 平成16年８月１日
至 平成17年７月31日)

当事業年度
(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

 １ 原価計算の方法

   実際原価による個別原価計算を採用しておりま

す。

 １ 原価計算の方法 

    同左

※２ 経費の主な内訳は次のとおりであります。

外注費 255,143千円

地代家賃 60,032千円

減価償却費 16,788千円

旅費交通費 85,231千円

※２ 経費の主な内訳は次のとおりであります。

外注費 353,976千円

地代家賃 56,824千円

減価償却費 23,429千円

旅費交通費 55,820千円



③ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 

  

 
  

  

株主資本 評価・換算差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他有価証券

評価差額金資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成17年７月31日残高(千円) 599,350 889,800 5,900 847,523 2,342,573 5,105

事業年度中の変動額

 新株の発行 765,167 750,317 1,515,485

 剰余金の配当 △100,701 △100,701

 役員賞与の支給 △45,000 △45,000

 当期純利益 160,167 160,167

 株主資本以外の項目の
△9,621

 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円) 765,167 750,317 － 14,466 1,529,951 △9,621

平成18年７月31日残高(千円) 1,364,517 1,640,117 5,900 861,990 3,872,525 △4,516



④ 【キャッシュ・フロー計算書】 
  

 
  

前事業年度
(自 平成16年８月１日
至 平成17年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
 １ 税引前当期純利益 341,716
 ２ 減価償却費 24,969
 ３ 貸倒引当金の減少額 △795
 ４ 賞与引当金の増加額 88
 ５ 退職給付引当金の増加額 10,120
 ６ 受取利息及び受取配当金 △5,925
 ７ 支払利息 12
 ８ 投資有価証券売却益 △38,207
 ９ 投資有価証券売却損 2,651
 10 固定資産廃棄損 5,349
 11 売上債権の減少額 102,722
 12 たな卸資産の増加額 △1,054
 13 前渡金の増加額 △33,481
 14 前払費用の増加額 △1,850
 15 その他流動資産の増加額 △8,811
 16 仕入債務の増加額 2,023
 17 未払金の減少額 △11,094
 18 未払費用の減少額 △3,165
 19 未収消費税等の増加額 △11,611
 20 未払消費税等の減少額 △44,917
 21 前受金の減少額 △34,358
 22 預り金の増加額 13,534
 23 役員賞与の支払額 △48,800
 24 その他 9,298
    小計 268,412
 25 利息及び配当金の受取額 5,932
 26 利息の支払額 △12
 27 法人税等の支払額 △316,813
  営業活動によるキャッシュ・フロー △42,480

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
 １ 定期預金の預入れによる支出 △12,270
 ２ 定期預金の払戻しによる収入 12,267
 ３ 有価証券の取得による支出 △19,990
 ４ 有価証券の償還による収入 19,990
 ５ 有形固定資産の取得による支出 △37,467
 ６ 有形固定資産の売却による収入 194
 ７ 無形固定資産の取得による支出 △61,844
 ８ 投資有価証券の取得による支出 △653,274
 ９ 投資有価証券の売却による収入 386,747
 10 敷金・保証金の増加額 △247
 11 その他 1,038
  投資活動によるキャッシュ・フロー △364,857

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
  配当金の支払額 △93,056
  財務活動によるキャッシュ・フロー △93,056

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △500,394

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,814,619

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,314,225



  ⑤ 【利益処分計算書】 

  

 
(注) 平成17年４月15日に、20,140千円（１株につき200円）の中間配当を実施しております。 

  

前事業年度
(平成17年７月期)

区分
注記 
番号

金額(千円)

Ⅰ 当期未処分利益 847,523

Ⅱ 利益処分額

 １ 配当金 100,701

 ２ 役員賞与金 45,000 145,701

   (内監査役賞与金) (1,300)

Ⅲ 次期繰越利益 701,822



 重要な会計方針 

  

 
  

項目
前事業年度

(自 平成16年８月１日
至 平成17年７月31日)

当事業年度
(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 満期保有目的の債券

  定額法による償却原価法を採用し

ております。

(2) その他有価証券

  時価のあるもの

   決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）を採用して

おります。

  時価のないもの

 移動平均法による原価法を採用

しております。

(1) 満期保有目的の債券

   同左

(2) 子会社株式及び関連会社株式

  移動平均法による原価法を採用し

ております。

(3) その他有価証券

  時価のあるもの

   決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用し

ております。

  時価のないもの

 同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 仕掛品

  個別法による原価法を採用してお

ります。

(2) 貯蔵品

  最終仕入原価法による原価法を採

用しております。

(1) 仕掛品

   同左

(2) 貯蔵品

   同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

  定率法を採用しております。

  ただし取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産について

は、一括償却資産として３年間で均

等に償却する方法を採用しておりま

す。

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

  建物 ８～18年

  車両運搬具・工具、器具及び備品

     ３～15年

(1) 有形固定資産 

   同左

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

  建物 ３～18年

  車両運搬具・工具、器具及び備品

     ４～20年

(2) 無形固定資産

  定額法を採用しております。

  なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法を採用して

おります。

(2) 無形固定資産

   同左

(3) 長期前払費用

  均等償却によっております。

(3) 長期前払費用

   同左

４ 繰延資産の処理方法 ―――――― (1) 新株発行費

  支出時に全額費用として処理して

おります。

(2) 新株予約権発行費

  支出時に全額費用として処理して

おります。



  

項目
前事業年度

(自 平成16年８月１日
至 平成17年７月31日)

当事業年度
(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(1) 貸倒引当金

   同左

(2) 賞与引当金

  従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当事業年度の

負担額を計上しております。

(2) 賞与引当金 

   同左

(3) 受注損失引当金

  受注契約に係る将来の損失に備え

るため、当事業年度末における受注

契約に係る損失見込額を計上してお

ります。

 

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

の見込額に基づき計上しておりま

す。なお、退職給付債務の見込額

は、簡便法(退職給付に係る期末自

己都合要支給額を退職給付債務とす

る方法)により計算しております。

 

（追加情報） 

 当社は、当事業年度より退職金規程

を改訂し、従来の退職一時金制度を廃

止し、前払退職金制度を導入いたしま

した。当該前払退職金制度は退職時の

要支給額又は事業年度末時点の自己都

合要支給額から前事業年度末までの支

給額を差し引いた額を退職時又は期末

に退職手当として支給する制度であり

ます。なお、退職給付引当金は従来よ

り期末自己都合要支給額を計上してお

りましたが、当該退職給付制度の変更

に伴い、当該事業年度における期末自

己都合要支給額32,464千円を全額従業

員に支給しているため、当事業年度末

における退職給付引当金残高はありま

せん。   

６ 収益及び費用の計上基準  売上高計上基準

  ＳＭＯ事業収入については、進行

基準を適用しております。その他の

事業収入については、完成基準を適

用しております。

 売上高計上基準

  ＳＭＯ事業収入については、原則

として進行基準を適用しておりま

す。その他の事業収入については、

完成基準を適用しております。

７ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

  手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の到来する

流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない短期的な投資

であります。

――――――

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

 消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処理

については、税抜方式によっており

ます。

 消費税等の会計処理 

   同左 

 



 会計処理の変更 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年８月１日
至 平成17年７月31日)

当事業年度
(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

          ――――――

  

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 平成15年10月31日企業会計基準適用指針第６

号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。

          ―――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等) 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第

８号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

3,868,009千円であります。 

 財務諸表等規則の改正に伴う貸借対照表の表示に関す

る変更は以下のとおりであります。

１ 前事業年度における「資本の部」は、当事業年度 

 から「純資産の部」となり、「純資産の部」は「株 

 主資本」及び「評価・換算差額等」に分類して表示 

 しております。 

２ 前事業年度において独立掲記しておりました「資 

 本金」、「資本剰余金」及び「利益剰余金」は当事 

 業年度においては「株主資本」の内訳科目として表 

 示しております。 

３ 前事業年度において「利益剰余金」の内訳科目と 

 して表示しておりました「当期未処分利益」は、当 

 事業年度から「その他利益剰余金」の内訳科目であ 

 る「繰越利益剰余金」として表示しております。 

４ 前事業年度において「利益剰余金」の次に表示し 

 ておりました「その他有価証券評価差額金」は、当 

 事業年度から「評価・換算差額等」の内訳科目とし 

 て表示しております。

          ―――――― (ストック・オプション等に関する会計基準) 

 当事業年度から「ストック・オプション等に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準第８号)及び「ストック・オプション等に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成

17年12月27日 企業会計基準適用指針第11号)を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 



 表示方法の変更 

  

 
  

追加情報 

  

 
  

  

  

前事業年度
(自 平成16年８月１日
至 平成17年７月31日)

当事業年度
(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

(損益計算書) 

 「株式分割費用」は営業外費用の総額の100分の10を

超えたため、区分掲記することとしました。なお、前

事業年度は「雑損失」に2,237千円含まれております。

(損益計算書) 

 前事業年度まで区分掲記しておりました「業務委託費

返戻金」は営業外収益の総額の100分の10以下となった

ため、「雑収入」に含めて表示しております。なお、当

事業年度の「業務委託費返戻金」は、4,571千円であり

ます。

前事業年度
(自 平成16年８月１日
至 平成17年７月31日)

当事業年度
(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

（外形標準課税） 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法

律第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制

度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」（平成16年２月13日 企

業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人

事業税の付加価値割及び資本割については、売上原価

並びに販売費及び一般管理費に計上しております。 

 この結果、売上原価は6,101千円、販売費及び一般管

理費は2,968千円増加し、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益が、9,070千円減少しております。

                         



 注記事項 

  (貸借対照表関係) 

  

 
  

  (損益計算書関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成17年７月31日)

当事業年度
(平成18年７月31日)

※１ 授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数    普通株式 400,000株

発行済株式総数  普通株式 100,701株

――――――

 

 ２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。当

該契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

当座貸越限度額 150,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 150,000千円
 

 １ 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行１

行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に

基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

当座貸越限度額 150,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 150,000千円

 

※３ 配当制限

   商法施行規則第124条第３号に規定する純資産額

は5,105千円であり、配当に充当することが制限さ

れております。

――――――

前事業年度
(自 平成16年８月１日
至 平成17年７月31日)

当事業年度
(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は24％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は76％であ

ります。

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。

広告宣伝費 74,750千円

役員報酬 128,738千円

給料・賞与 161,890千円

賞与引当金繰入額 6,717千円

退職給付費用 4,194千円

減価償却費 8,180千円

支払手数料 54,400千円

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は28％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は72％であ

ります。

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 132,940千円

給料・賞与 219,465千円

賞与引当金繰入額 10,499千円

退職給付費用 3,611千円

法定福利費 38,490千円

減価償却費 12,964千円

支払手数料 69,936千円

※２ 固定資産廃棄損の内訳

ソフトウェア 5,349千円

――――――



(株主資本等変動計算書関係) 

   自己株式は保有しておりません。 



  (キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

  

前事業年度
(自 平成16年８月１日
至 平成17年７月31日)

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,226,495千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △12,270千円

取得日から償還日までの期間が３ヶ月以内の有価証券 99,999千円

現金及び現金同等物 1,314,225千円



  (有価証券関係) 

当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「有価証券関係」（子会社及び関連会社

株式で時価のあるものを除く）については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。

  

  前事業年度(自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日) 

  

 １ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
  

 ２ その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

 ３ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

 
  

 ４ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

 ５ 満期保有目的の債券の貸借対照表日後における償還予定額 

 
  

  当事業年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 

   子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

区分
貸借対照表日における貸借

対照表計上額(千円）

貸借対照表日に 

おける時価(千円）
差額(千円)

時価が貸借対照表計上額を
超えないもの 
 国債 99,999 99,999 ―

区分 取得原価(千円)
貸借対照表日における貸借

対照表計上額(千円)
差額(千円)

貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの    

 株式 ― ― ―

 債券 ― ― ―

 その他 
  投資信託 172,242 181,847 9,605

貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの    

 株式 ― ― ―

 債券 ― ― ―

 その他 

  投資信託 42,056 41,060 △996

合計 214,298 222,907 8,609

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

344,274 38,207 2,651

内容 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 90,000

区分
1年以内 

(千円)

１年超５年以内

(千円)

５年超10年以内

(千円)

10年超 

(千円)

国債 99,999 ― ― ―



  (デリバティブ取引関係) 

前事業年度(自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

   (注)当事業年度に関しては連結財務諸表を作成しておりますので、記載しておりません。 

 

  

  (退職給付関係) 

  

 
 （注）当事業年度に関しては連結財務諸表を作成しておりますので、記載しておりません。 

  

前事業年度
(自 平成16年８月１日
至 平成17年７月31日)

当事業年度
(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

 １ 採用している退職給付制度の概要

   当社は退職給付の制度として、退職一時金制度を

採用しております。

――――――

 ２ 退職給付債務に関する事項

(1) 退職給付債務 21,781千円

(2) 退職給付引当金 21,781千円

 ３ 退職給付費用に関する事項

  退職給付費用 13,506千円

 ４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

   退職給付債務については、簡便法(退職給付に係

る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方

法)により計算しております。



  (税効果会計関係) 

  

 
  

  (持分法損益等) 

 前事業年度(自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日) 

 当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

    (注)当事業年度に関しては連結財務諸表を作成しておりますので、記載しておりません。 

前事業年度 
(平成17年７月31日)

当事業年度
(平成18年７月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 進行基準売上原価否認額 38,473 千円

 貸倒引当金 7,032 千円

 固定資産廃棄損 2,177 千円

 会員権等評価損 1,628 千円

 未払社会保険料否認額 1,931 千円

 未払事業税 8,148 千円

 賞与引当金 17,238 千円

 退職給付引当金損金算入限度超過額 8,691 千円

 その他 1,144 千円

 繰延税金資産合計 86,465 千円

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 △3,503 千円

 繰延税金負債合計 △3,503 千円

 繰延税金資産の純額 82,961 千円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 進行基準売上原価否認額 33,627 千円

 貸倒引当金 6,739 千円

 減価償却費損金算入限度超過額 2,110 千円

 投資有価証券評価損 11,884 千円

 その他有価証券評価差額金 3,100 千円

 会員権等評価損 1,628 千円

 未払社会保険料否認額 1,678 千円

 未払事業税 4,634 千円

 賞与引当金 14,769 千円

 受注損失引当金 2,500 千円

 その他 6,548 千円

 繰延税金資産合計 89,220 千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.7 ％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6 ％

住民税均等割 3.7 ％

ＩＴ投資税額控除 △0.8 ％

その他 △0.1 ％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.1 ％

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下

であるため、記載を省略しております。



【関連当事者との取引】 

前事業年度(自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日) 

    該当事項はありません。 

    (注)当事業年度に関しては連結財務諸表を作成しておりますので、記載しておりません。 



(１株当たり情報) 
  

 
  

  

１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

項目
前事業年度

(自 平成16年８月１日
至 平成17年７月31日)

当事業年度
(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

１株当たり純資産額 22,866円50銭 35,901円33銭

１株当たり当期純利益 1,451円44銭 1,532円08銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益

 

1,439円26銭

 当社は平成16年９月21日付で１株を３株

とする株式分割を行っております。

 なお、当該株式分割が前事業年度の開始

の日に行われたと仮定した場合の１株当た

り情報については、以下のとおりとなりま

す。

前事業年度

(自 平成15年８月１日

至 平成16年７月31日)

１株当たり純資産額

   22,304円36銭

１株当たり当期純利益

    3,525円92銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

    3,515円75銭

 

1,519円87銭

項目
前事業年度

(自 平成16年８月１日
至 平成17年７月31日)

当事業年度
(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

１株当たり当期純利益
 (1)当期純利益(千円)
 (2)普通株主に帰属しない金額(千円)
  (うち利益処分による役員賞与金)(千円)

 (3)普通株式に係る当期純利益(千円)

 (4)普通株式の期中平均株式数(株)

191,161
45,000
(45,000)

146,161

100,701

160,167
－

(  －)

160,167

104,543

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 (1)当期純利益調整額(千円)

 (2)普通株式増加数(株)

  (うち新株予約権)(株)

―
852
(852)

―
840
(840)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要

―――――― 平成13年改正旧商法第280条ノ20
及び平成13年改正旧商法第280条
ノ21の規定に基づく新株予約権 
株主総会の決議年月日 
 平成17年10月27日 
新株予約権の数 
 951個（平成18年7月末現在） 
新株予約権の目的となる株式の種
類及び数 
 普通株式 951株（平成18年7 
 月末現在） 
新株予約権の詳細は「第４提出会
社の状況、１株式等の状況、
（２）新株予約権等の状況」に記
載のとおりであります。



  (重要な後発事象) 

  
前事業年度

(自 平成16年８月１日
至 平成17年７月31日)

当事業年度
(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

１ 株式取得による子会社化

  株式会社日本臨床薬理研究所の第三者割当増資を引

き受けたことにより、同社に対する所有議決権の割

合が51％となった結果、同社は当社の子会社となり

ました。

 (1) 子会社化の目的

   株式会社日本臨床薬理研究所は、臨床検査の最大

手である株式会社エスアールエルの100％子会社

で、第Ⅰ相試験（臨床薬理試験・ＢＥ試験）や第Ⅱ

相、第Ⅲ相試験（ＳＭＯ事業）などの治験支援事業

を手掛けております。特に、大型病院における治験

事務局業務及び治験コーディネーター業務を得意と

しております。クリニックに対する治験支援が中心

の当社にとりましては、ＳＭＯ事業展開を強化する

上で、大型病院での治験事業を推進できるほか、株

式会社エスアールエルとの間で相互に医療機関のネ

ットワークを強化できるものと考えております。ま

た、臨床第Ⅰ相試験についても一層の強化を図るこ

とが期待できます。

 (2) 子会社化する会社の概要

   名称    株式会社日本臨床薬理研究所

   事業内容  臨床試験支援業務

   従業員数     56名（平成17年３月末現在 )

   資本金   56,000千円（    〃     )

   総資産   307,074千円（    〃     )

   売上高  

    平成17年３月期   50,344千円(３ヶ月決算）

    平成16年12月期  463,390千円

 (3) 株式取得の時期

   平成17年８月１日

 (4) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比

率

   取得する株式の数    561株

   取得価額     280,500千円

   取得後の持分比率     51％

 (5) 支払資金の調達

   自己資金

 (6) 重要な特約

   株式会社日本臨床薬理研究所の子会社化に関連し

て、当社（以下「甲」という。）では、平成17年７

月25日付で株式会社エスアールエル（以下「乙」と

いう。）及び株式会社日本臨床薬理研究所（以下

「丙」という。）との三者間で、甲及び乙による丙

への出資及び甲乙丙間の業務提携等に関して、戦略

的提携契約を締結しております。

自己株式の取得

自己株式の取得に関しましては、１連結財務諸表等、
（1）連結財務諸表、（重要な後発事象）に記載してお
ります。



  

前事業年度
(自 平成16年８月１日
至 平成17年７月31日)

当事業年度
(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

   当契約の目的は、増資等により丙の財務体質の強

化を図り、甲と乙が共に丙の経営に参加し、甲乙丙

間で事業上の協力関係を構築することにより、丙の

事業の再生・発展及び甲乙丙の事業価値の増大を目

指すことであります。当契約においては、一定期間

における丙の経営成績が、甲と乙が合意した事業計

画を下回った場合には、乙に財務的負担を求める内

容も含まれております。

２ 新株予約権の発行

  平成17年８月18日開催の取締役会決議に基づき、第

２回新株予約権（第三者割当）を発行いたしまし

た。

 (1) 割当先

   メリルリンチ日本証券株式会社

 (2) 新株予約権の払込期日及び発行日

   平成17年９月５日

 (3) 新株予約権の数

   1,000個

 (4) 新株予約権の発行価額

   1個当たり5,000円

 (5) 新株予約権の目的となる株式の種類

   普通株式

 (6) 新株予約権の行使時の１株当たりの払込金額（以

下「行使価額」）

   当初は302,400円とする。平成17年９月13日以降

は、新株予約権の行使請求の効力発生日の前日まで

の３連続取引日の株式会社東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の終値の平均値90％に相当

する金額とする。但し、行使価額の下限は115,200

円とする。

 (7) 新株予約権の目的となる株式の数

   新株予約権の行使により新たに発行する株式の数

は、行使請求に係る新株予約権の数に5,000,000円

を乗じ、これを行使価額で除した数とする。

 (8) 新株予約権の行使期間

   平成17年９月６日から平成18年12月６日まで

 (9) 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額

のうち資本に組入れる額

   発行価額の50％

 (10) 新株予約権の譲渡制限

   譲渡には当社取締役会の承認を要する。

 (11) 資金の使途

   Ｍ＆Ａ案件等に充当する予定であります。

 (12) コミットメント条項

   割当先であるメリルリンチ日本証券株式会社との

間で、本新株予約権の行使について概ね以下の内容

の契約を締結しております。



  

前事業年度
(自 平成16年８月１日
至 平成17年７月31日)

当事業年度
(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

  ①当社は、メリルリンチ日本証券株式会社に対して

本新株予約権を行使する一定の期間（20取引日）

及び行使する本新株予約権の数（上限100個）を

   指定することができる。なお当該指定期間が経過

した後でなければ新たな指定を行うことはでな

い。

  ②メリルリンチ日本証券株式会社は発行日以降に本

新株予約権の行使を希望する旨を申し入れること

ができるが、当社は自己の裁量により受諾又は拒

絶することができる。

  ③メリルリンチ日本証券株式会社は、平成18年11月

６日から平成18年12月６日までの期間に、200個

からそれまでに行使した新株予約権の数を差し引

いた数を上限として、自己の裁量により権利行使

できる。

３ 子会社の設立

  当社は、平成17年９月20日に、イーピーエス株式会

社のグループ会社である株式会社イーピーミントと、

合弁会社を設立することについて合意に至りました。

 (1) 目的

   当社と株式会社イーピーミントはともにＳＭＯ業

務を行っておりますが、最近は大病院を中心にＣＲ

Ｃの派遣依頼が増加してきており、これに対応する

ための専門会社を合弁で設立するものであります。

これに伴い両社の一部の拠点の移管・統合を進める

とともに、医療機関からのニーズに迅速に対応し、

両社のＣＲＣの生産性の向上を図って参ります。

 (2) 合弁会社の概要

   名称：株式会社ＳＯＧＯメディプラス

   事業内容：ＳＭＯ業務

   資本金：30百万円

 (3) 設立の時期

   平成17年11月

 (4) 取得後の持分比率

   60％



  

 
  

前事業年度
(自 平成16年８月１日
至 平成17年７月31日)

当事業年度
(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

４ 新株予約権（ストックオプション）の発行

  平成17年10月27日開催の定時株主総会において、商

法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予

約権を発行することを決議いたしました。

 (1) 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理

   由

   当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員

並びに社外協力者の当社グループの業績向上に対す

る意欲や士気を高めることを目的として、下記(2)

に記載の発行要領に基づき新株予約権を無償で発行

するものであります。

 (2) 新株予約権発行の要領

  ① 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

    当社普通株式1,000株を上限とする。

  ② 発行する新株予約権の総数

    1,000個を上限とする。なお、新株予約権１個

当たりの目的となる株式の数は１株とする。

  ③ 新株予約権の発行価額

    無償とする。

  ④ 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき

金額

    各新株予約権の行使により発行又は移転する株

式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」と

いう。）に付与株式数を乗じた金額とする。行使

価額は、発行日の属する月の前月の各日（取引が

成立していない日を除く。）の株式会社東京証券

取引所における当社普通株式の普通取引の終値

（以下、「終値」という。）の平均値（終値のな

い日を除く。）に1.05を乗じた金額（１円未満の

端数は切り上げ)、又は発行日の終値（当日に終

値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）の

いずれか高い金額とする。

  ⑤ 新株予約権の行使可能期間

    平成18年11月１日から平成23年10月31日まで

  ⑥ その他の新株予約権の行使の条件

    各新株予約権の一部行使はできないものとす

る。その他の行使の条件は、当社取締役会で決定

するものとする。

  ⑦ 新株予約権の消却事由及び条件

    当社は、いつでも、当社が取得し保有する未行

使の新株予約権を、無償にて消却することができ

るものとする。

  ⑧ 新株予約権の譲渡制限

    新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承

認を要する。



  ⑥ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

 
【債券】 

 
【その他】 

 
  

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計
上額(千円)

投資有価証券 その他有価証券 株式会社アークメディカルサポート 2,000 100,000

株式会社サイバープロ 300 30,000

東邦亜鉛株式会社 7,000 5,817

株式会社間組 16,300 3,439

フィールファイン株式会社 100 800

計 25,700 140,056

銘柄
券 面 総 額
（千円）

貸借対照表計
上額(千円)

投資有価証券 その他有価証券
ドイツ銀行ＡＧロンドン・米ドル建ＥＭＬ
Ｅインデックス連動社債

11,057 11,401

計 11,057 11,401

種類及び銘柄
投資口数等 
(基準口数)

貸借対照表計
上額(千円)

投資有価証券 その他有価証券 （証券投資信託の受益証券）

グローバル・ソブリン・オープン 3,768 29,497

ノムラ・マルチ・ストラテジー・ファンド 2,000 20,994

シンプレクス・プロパティ・インカム・フ
ァンド

2,000 20,870

世界好配当株投信 1,620 19,968

エース新小型成長株オープン 1,963 15,077

第４回野村短期公社債ファンド 1,000 9,981

みずほＵＳハイイールドオープン 930 9,782

バリューアップファンド 1,000 9,685

Ｍ＆ＡフォーカスＦ 1,000 8,808

計 15,281 144,664



【有形固定資産等明細表】 

  

 
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

 
  

  

【引当金明細表】 
  

 
(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、洗替及び回収による戻入額であります。 

  

資産の種類
前期末残高 
(千円)

当期増加額 
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額 
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 建物 19,371 6,472 1,009 24,833 8,510 2,561 16,322

 車両運搬具 14,316 ― ― 14,316 13,165 342 1,150

 工具、器具及び 
 備品

79,530 8,171 2,412 85,289 58,349 14,492 26,940

有形固定資産計 113,217 14,644 3,422 124,439 80,025 17,396 44,413

無形固定資産

 商標権 806 ― ― 806 166 80 639

 ソフトウェア 11,639 103,820 ― 115,459 23,390 18,915 92,069

 ソフトウェア
仮勘定

56,164 ― 56,164 ― ― ― ―

 その他 1,221 36 174 1,084 ― ― 1,084

無形固定資産計 69,831 103,857 56,338 117,349 23,556 18,996 93,792

長期前払費用 1,099 510 ― 1,610 697 258 913

繰延資産

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

ソフトウェア 業務支援システム構築費用 103,820千円

区分
前期末残高 
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用) 
(千円)

当期減少額
(その他) 
(千円)

当期末残高 
(千円)

貸倒引当金 (注) 17,280 8,141 ― 8,862 16,559

賞与引当金 42,354 36,288 42,354 ― 36,288

受注損失引当金 ― 6,144 ― ― 6,144



 (2) 【主な資産及び負債の内容】 

  ① 資産の部 

   ａ 現金及び預金 

  

 
  

   ｂ 売掛金 

    イ 相手先別内訳 

  

 
  

    ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

  

 
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等を含んでおります。 

  

   ｃ 仕掛品 

  

区分 金額(千円)

現金 515

預金の種類

普通預金 958,807

定期預金 762,273

別段預金 173

計 1,721,254

合計 1,721,770

相手先 金額(千円)

医療法人社団晴幸会エヌ・エスクリニック 130,199

北千束整形外科 20,604

医療法人社団新東会横浜みのるクリニック 18,060

医療法人社団恵信会北栄整形外科 16,863

医療法人社団雪雅会武本整形外科 14,992

その他 651,911

合計 852,633

前期繰越高(千円) 
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

次期繰越高(千円)
 
(Ｄ)

 

回収率(％)

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

865,042 2,319,777 2,332,186 852,633 73.2 135.1

区分 金額(千円)

その他事業 65,720



   ｄ 貯蔵品 
  

   
  

  ｅ 関係会社株式 

 
  

区分 金額(千円)

印紙・切手等 75

銘柄 金額(千円)

（子会社株式）

株式会社ベルテール 850,700

株式会社日本臨床薬理研究所 281,900

株式会社ＳＯＧＯメディプラス 48,000

子会社株式計 1,180,600

（関連会社株式）

株式会社東京健康管理センター 5,000

関連会社株式計 5,000



  ② 負債の部 

   ａ 買掛金 

  

 
  

   ｂ 前受金 

  

 
  

相手先 金額(千円)

株式会社ベルテール 4,333

株式会社東京健康管理センター 3,737

株式会社ＳＯＧＯメディプラス 3,110

医療法人社団晴幸会 エヌ・エスクリニック 2,483

上海潤東バイオテクジャパン株式会社 2,100

その他 2,607

合計 18,372

相手先 金額(千円)

メビックス株式会社 35,700

豊岡第一病院 23,996

医療法人社団共済会桜井病院 18,496

医療法人社団晴幸会エヌ・エスクリニック 15,749

医療法人鶴整会鶴上整形外科リウマチ課 12,828

その他 280,209

合計 386,979



 (3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
(注) １ 当社は、現在端株は生じておりませんので、端株原簿は作成しておりません。 

２ 決算公告については、当社ホームページ上に貸借対照表及び損益計算書を掲載しております。 

     （ホームページアドレス http://www.sogo-rinsho.jp） 

３ 平成17年10月27日開催の定時株主総会の決議により定款が変更され、公告の方法は次のとおりとなりました。

 「当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由

が生じたときは、日本経済新聞に掲載する。」 

  

決算期 ７月31日

定時株主総会 毎年10月中

基準日 ７月31日

株券の種類 １株券、10株券

中間配当基準日 １月31日

１単元の株式数 ―

株式の名義書換え

  取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

  株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社

  取次所
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 印紙税相当額

株券喪失登録

  株券喪失登録申請料 １件につき  10,000円

  株券登録料 １枚につき    500円

単元未満株式の買取

  取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

  株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社

  取次所
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 日本経済新聞(注)２、３

株主に対する特典

毎年７月31日現在の株主に対し、下記の基準によりエビデンス食品（健康食品）を定
価の半額にて販売する。 
 １株所有の株主        １個 
 ２株以上５株まで所有の株主  ２個を上限 
 ６株以上９株まで所有の株主  ３個を上限 
 10株以上所有の株主      ５個を上限



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 臨時報告書 

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書を平

成17年８月１日関東財務局長に提出 

  

(2) 有価証券届出書（第２回新株予約権証券）及びその添付書類 

  平成17年８月18日関東財務局長に提出 

  

(3) 有価証券届出書の訂正届出書 

  (2)の有価証券届出書に係る訂正届出書を平成17年８月19日関東財務局長に提出 

  

(4) 有価証券報告書及びその添付書類 

  事業年度 第16期 (自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日)平成17年10月28日関東財務局長に

提出 

  

(5) 有価証券届出書（第３回新株予約権）及びその添付書類 

  平成17年12月14日関東財務局長に提出 

  

(6) 有価証券届出書の訂正届出書 

  （5）の有価証券届出書に係る訂正届出書であります 

平成17年12月22日関東財務局長に提出 

  

(7) 半期報告書 

  事業年度 第17期中 (自 平成17年８月１日 至 平成18年１月31日)平成18年４月24日関東財務局長

に提出 

  

(8) 自己株券買付状況報告書 

  報告期間 （自 平成18年９月19日 至 平成18年９月30日） 

平成18年10月17日関東財務局長に提出 

  



 該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の監査報告書 

平成１８年１０月２６日

株式会社 綜合臨床薬理研究所 

 取 締 役 会  御 中 

  
 

  
 

  
 

  

  

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社綜合臨床薬理研究所の平成１７年８月１日から平成１８年７月３

１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株

主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務

諸表に対する意見を表明することにある。  

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保

証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及び

その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表

示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基

礎を得たと判断している。  

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、株式会社綜合臨床薬理研究所及び連結子会社の平成  

１８年７月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。  

                                     以 上  
  

 

  

新日本監査法人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士  小野 隆良  印

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士  矢定 俊博  印

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。



独立監査人の監査報告書 

平成１７年１０月２７日

株式会社 綜合臨床薬理研究所 

 取 締 役 会  御 中 

  
 

  
 

  
 

  

  

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社綜合臨床薬理研究所の平成１６年８月１日から平成１７年７月３

１日までの第１６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フ

ロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保

証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及び

その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を

検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、株式会社綜合臨床薬理研究所の平成１７年７月３１日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 １．（重要な後発事象）１．に記載のとおり、会社は平成１７年８月１日に株式会社日本臨床

薬理研究所の株式の５１％を取得した。 

 ２．（重要な後発事象）２．に記載のとおり、会社は平成１７年９月５日にメリルリンチ日本

証券株式会社に対して新株予約権を発行した。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。 

以  上 
  

 

  

新日本監査法人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士  小野 隆良  印

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士  矢定 俊博  印

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。



独立監査人の監査報告書 

平成１８年１０月２６日

株式会社 綜合臨床薬理研究所 

 取 締 役 会  御 中 

  
 

  
 

  
 

  

  

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社綜合臨床薬理研究所の平成１７年８月１日から平成１８年７月３

１日までの第１７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動

計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 当監査法人は、我

が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営

者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでい

る。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、株式会社綜合臨床薬理研究所の平成１８年７月３１日現在の財政状態及び同日をも

って終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。 

  

以  上 
  

 

  

新日本監査法人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士  小野 隆良  印

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士  矢定 俊博  印

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別

途保管しております。
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